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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（君島一郎議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 佐 藤 一 則 議員 

○議長（君島一郎議員） 初めに、９番、佐藤一則

議員。 

○９番（佐藤一則議員） 皆様、おはようございま

す。 

  議席番号９番、那須塩原クラブ、佐藤一則です。

市政一般質問を行います。 

  １、ふるさと納税について。 

  ふるさと納税議論は、2007年５月に菅義偉総務

大臣（当時）が表明した、地方のふるさとで生ま

れ、進学や就職を機に都会に出て都会で納税する

人に、自分を育んでくれたふるさとに自分の意志

で幾らか納税できる制度があってもよいのではと

いう問題意識から始まりました。 

  実際に、現住所と出生地が同じ人の割合は８割

であり、残りの２割の人は現住所が出生地と異な

り、その多くは東京圏や大阪圏などの大都市圏に

居住しています。 

  この新たな納税制度を実現するため、2007年６

月に総務省によりふるさと納税研究会が立ち上げ

られ、議論の結果が2007年10月にまとめられて、

これをもとに2008年度からふるさと納税制度が導

入されています。 

  ふるさと納税の受け入れ額は、2012年ごろまで

は年間100億円前後の水準で推移していましたが、

近年急増しています。（2014年度389億円、2015

年度1,653億円）。その要因としては、ふるさと

納税という制度が広く周知されてきたことや、制

度そのものの拡充が図られてきたことが挙げられ

ます。また、多くの自治体は寄附者に対して返礼

品を送付しています。 

  返礼品は2,000円を上回るものも多く、寄附者

は実質負担2,000円でそれを上回る返礼品を寄附

した自治体からもらえる仕組みとなっています。

この仕組みがメディアで取り上げられ、ふるさと

納税制度が人々に認知されるようになりました。 

  また、2015年度からは、寄附金のうち2,000円

を超える部分が全額控除されるふるさと納税枠が

約２倍に拡充されたほか、確定申告が不要な給与

所得者などについて、ふるさと納税先が５団体ま

でであれば控除のための確定申告を要さない制度

が始まるなど、個人が寄附しやすいように制度改

正が行われました。 

  今後についても、ふるさと納税制度を利用して

みたいと考えている人が４割強存在しているのに

対し、既に利用している人が十数％であるという

民間の調査結果などを踏まえると、ふるさと納税

の受け入れ額は今後も増加していくことが期待さ
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れます。 

  より本質的には、個人が応援したくなるような

事業を自治体が積極的にアピールすることも必要

と考えます。現状においては、寄附者はその使わ

れ方に関心が薄く、自治体でも寄附をどのような

事業に使うか具体性を欠いたり、活用実績につい

て十分な開示が行われていないところが見られま

す。本来望まれるのは、仮に返礼割合が低くても

魅力的な政策や事業を積極的に発信し、それに対

する寄附という形での支援を呼びかける自治体が

多くあらわれることであると考えます。 

  物の返礼品を通じた地域ＰＲに偏った感のある

ふるさと納税の現状は、制度が創設された当初の

意義とはやや異なった方向を向いているようにも

見えます。返礼品の競争から政策、事業の競争へ

とシフトしていくことが今後のふるさと納税には

期待されることから、次の点についてお伺いしま

す。 

  ⑴納税の受け入れ額の現状と推移についてお伺

いします。 

  ⑵納税の受け入れ件数の現状と推移についてお

伺いします。 

  ⑶納税者の市外在住と市内在住の割合について

お伺いします。 

  ⑷返礼品の主なものについてお伺いします。 

  ⑸返礼品の還元率についてお伺いします。 

  ⑹納税により活用された事業についてお伺いし

ます。 

  ⑺制度をどのように発信しているのかお伺いし

ます。 

  ⑻制度の課題についてお伺いします。 

  以上、最初の質問といたします。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） おはようございます。 

  佐藤一則議員のふるさと納税について、順次お

答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の納税の受け入れ額と⑵の納税の受

け入れ件数の現状と推移については関連がござい

ますので、あわせてお答えをさせていただきます。 

  平成28年度の受け入れ額は２億2,560万1,000円

でございました。１万2,124件の受け入れとなっ

ております。 

  平成20年度にふるさと寄附の受け入れを開始し

て以来、平成25年度までは年間100万円台から200

万円台の受け入れ額、10件台の受け入れ件数で推

移をしておりましたが、平成26年10月からインタ

ーネットでのふるさと納税サイトによる受け付け

を始めたことなどによりまして、平成26年度は

1,807万4,000円で340件、平成27年度は１億3,699

万4,677円で6,605件へと急増をしております。 

  次に、⑶の納税者への市外在住と市内在住の割

合についてお答えをいたします。 

  平成28年度に受け入れた１万2,124件のうち、

市外在住の方は１万2,073件で99.6％、市内在住

の方は51件で0.4％となっております。 

  次に、⑷の返礼品の主なものについてお答えを

いたします。 

  平成28年度にお選びをいただいた件数の多いも

のは、新鮮野菜詰め合わせ、那須和牛ハンバーグ

５個セット、とちおとめ４パックセットの順とな

っております。また、ほかにはワイン２本セット、

乳製品詰め合わせなどの那須塩原ブランド認定品

や、１泊２食付ペア宿泊券、乗馬レッスン券など

本市にお越しいただけるものなどがございます。 

  次に、⑸の返礼品の還元率についてお答えをい

たします。 

  平成28年度に返礼品の調達に要した費用は、受

け入れたふるさと納税額の約26％となっておりま
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す。 

  次に、⑹の納税により活用された事業について

お答えをいたします。 

  平成28年度は、小中学校のトイレ洋式化や遊具

更新、校内情報ネットワークの整備のほか、レッ

ドデータブックの作成やＡＥＤの更新などに活用

をしております。 

  次に、⑺の制度をどのように発信しているかに

ついてお答えをいたします。 

  制度につきましては、市のホームページやふる

さと納税サイトでご案内をしているほか、首都圏

で開催されるイベントや栃木県人会の会合などを

通してリーフレットを配布し、ＰＲを行っている

ところでございます。 

  最後に、⑻の制度の課題についてお答えをいた

します。 

  ふるさと納税制度は、自分を育ててくれたふる

さとなどを税金面で応援することができる制度と

して一定の評価を得ているところでございますが、

昨今は返礼品の過当競争や高額納税者に有利であ

ることなどが問題視されていることから、議員ご

指摘のとおり、返礼品の競争から政策、事業のア

ピールへとシフトしていくことが当面の課題であ

ると捉えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） それでは、答弁をいただ

きましたが、１から８まで関連しておりますので、

一括して再質問をいたします。 

  初めに、納税の受け入れ額が平成28年度は２億

2,500万円強ということで、対平成26年度比で

1,248％と急増した主な要因をどのように捉えて

いるかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 寄附額が急増した主な要

因についてということでございますが、こちらの

要因につきましては、ただいま市長がお答え申し

上げたとおり、まずは平成26年10月からインター

ネットによる受け付けを開始し、あわせて返礼品

の送付を開始したといったことが、やっぱり急激

にこれだけ寄附が伸びた最大の要因であるという

ふうに思っているところでございます。 

  そのほかといたしましては、一般論的なところ

でございますが、議員が先ほどお話しいただいた

とおり、返礼品についてテレビ等で相当特集を組

んで放映されたといったことによりまして、この

制度そのものが周知されてきた。あるいは税制の

面でいろいろと優遇措置があったりだとか、使い

勝手がよいものになってきているといったことが

全体的な寄附者の数を押し上げている、そういう

要因ではないかというふうに思っているところで

ございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） それにつきましては了解

したところであります。 

  続きまして、返礼品の選定はどのようにされて

いるのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 返礼品の選定についてと

いうことでございますが、こちらにつきましては、

まず市内の特産品などで本市の魅力をしっかりと

ＰＲできるもの、そして寄附者にとっても魅力的

であるものといったものを中心に選定をさせてい

ただいているといったことでございます。 

  具体的な要件として申し上げますと、市内に住

所や本支店を有している事業者等の製品や産品で

あること。そして、市内で生産やサービスの提供

がなされていること。また、魅力的な特産品やサ
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ービスであって、寄附を募るのに効果的であるも

の。さらには、家電製品など、ふるさと納税の趣

旨にそぐわないものは除くこと。これらを具体的

な要件としているということでございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） この返礼品の選定につき

ましては、市内に住所や本支店を有しているとい

うことは、結局地元の生産者の所得増加により、

まちが元気になるという観点からそうしているの

かどうかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 議員ご指摘のとおり、や

はり地元の企業者にとってもこの制度が有益なも

のであるといったことが大変重要だといったこと

から、地元の特産品、あるいは産品を扱うところ

の事業者を対象としているということでございま

す。 

  ちなみに、やはり平成28年度は地元の企業、事

業者にどれだけの要は商品代というものが行って

いるかといいますと、8,000万円ということでご

ざいますので、これは地域経済にとって、我々と

してはかなり有益な金が回り出しているなという

ようなところで歓迎しているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） やはりふるさと納税をす

ることによって、地域の産業が今後もつながって

いくようにという観点から行きますと、そういう

ことは私も考えておりますので、どうぞ今後とも

よろしくお願いをいたします。 

  続きまして、返礼品の還元率が約26％というこ

とになっているということですが、それはどのよ

うにして決定されたのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 返礼品の還元率について

でございますが、本市の場合は、返礼品の還元率

については上限30％、寄附額の30％を上限として

いるということでございます。 

  そんな中で、現状におきましては、還元率がお

おむね25％程度の返礼品が主流、中心になってい

るといったのが実態でございます。それぞれの返

礼品によって価格が異なりますし、還元率も異な

るということでございまして、平成28年度につい

ては返礼品調達価格の総額については、寄附をい

ただいた総額で除した場合、26％になったという

ようなことでございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） このおおむね30％という

ことは、やはりこれは総務省のほうでの考えとい

うことで、それに即しているということで、それ

はそれでいいと思うんですけれども、やはり地元

で使えるお金というのは、還元率が低くなればな

るほど結局自治体で使えるお金がふえるというこ

とでありまして、やはりほかの自治体でもやはり

還元率がゼロ％というところもあるようなんです

けれども、やっぱりそれにつきましては返礼品の

見返りがないということでかなり減った自治体も

あるようなんですが、やはり最終的には返礼品で

はなくて政策、事業での納税額がふえればと思っ

ておりますので、やはり30％以下に抑えられてあ

って、なおかつふえているということは、那須塩

原市にとっても使えるお金がふえるということで

非常にいいことだと思いますので、どうぞ今後と

も地元が潤うような形でその辺を検討していただ

けると思っております。 

  続きまして、納税に活用される事業の決定方法

についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 
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○企画部長（藤田輝夫） 納税を活用する事業の決

定方法についてということでございますが、活用

事業の決定方法につきましては、寄附金の使途と

いうようなところで、寄附をいただく際に６項目

から寄附者の方に選んでいただくといったような

形で寄附者の思いを我々の活用事業に充てている

ということでございます。 

  その６項目につきましては、まずは自然環境に

関すること、そして生活環境に関すること、教育

文化に関すること、産業観光に関すること、保健

福祉に関すること、そして最後は市長にお任せと

いった６項目ということになっております。 

  そして、具体的な充当事業につきましては、寄

附者の意向に沿った使途で効果的と思われる事業

を、実施年度の前年度において庁議といって庁内

の決定機関でございますが、こちらに諮りまして

決定しているといったことでございます。１月か

ら12月までの寄附額を集計、整理をいたしまして、

１月に充当事業を決定し、新年度の４月から寄附

充当事業を実施しているというような、そんなス

ケジュールになります。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） この寄附金の使途につい

ては６項目から選択してもらっているということ

でございますが、そうした場合、納税者が、事業

の指定なしとかいろいろあるんですが、これ事業

の指定なしということで来ている人の割合がわか

りましたらよろしくお願いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） ６割から７割の方が指定

なしといったところで寄附をしているといったの

が実態でございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） ６割から７割ということ

は、市のほうで自由に選定できるということで、

その辺は理解したところであります。 

  続きまして、制度の発信を今後どのようにして

いくのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 制度の発信についてとい

うことでございますが、こちらにつきましては、

まずホームページでのご案内など、今までやって

きたＰＲといったものを今後もさらに内容を充実

する形で引き継いで実施してまいりたいといった

ことがございます。 

  また、インターネットでの受け付けを開始した

ことによって寄附額が飛躍的に伸びたという実態

もございますので、今、インターネットによる受

け付けをお願いしている業者以外にも、また別の

チャンネルといったところで業者を選定して、複

数のチャンネルでもって寄附を募るといったこと

なんかについても検討してまいりたいというふう

に考えております。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 今後もより一層集まるよ

うな発信方法ということで、さらに研究を重ねて

いっていただきますようよろしくお願いを申し上

げます。 

  この項の最後になりますが、返礼品の競争から

政策、事業の競争へシフトしていく具体的な対策

は現在あるのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 政策、事業の競争へとシ

フトしていく具体的な対策ということでございま

すが、政策、事業へのシフトに当たっては、まず

もって本市のまちづくりの目指すべき将来像とい

ったものと、ふるさと納税を活用した具体的な事
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業について寄附をいただく皆さんにしっかりとお

示しをしていかなくてはならないというふうに思

っております。これがまず重要なのかなというふ

うに思っているところでございます。 

  幸いにも、本市におきましては、平成28年度は

県内で１位となります２億2,500万円強の寄附を

いただいたということでございます。これは、単

に返礼品がよかったということだけではなくて、

市の政策に対して一定の評価をいただいている、

共感をいただいていることのあらわれではないか

というふうに思っているところでもございます。 

  この４月からは、総務省から出された通知とい

ったものを踏まえまして、返礼品の還元率は全国

的にどの市町村も30％というところの中で競って

いくということになりますので、どの自治体も競

争の場が返礼品から政策、事業に変わっていくと

いうことは考えられます。 

  このようなことから、今後につきましては、

我々といたしましては昨年度策定いたしました第

２次那須塩原市総合計画に基づいて、市民、そし

て寄附者の皆様に少しでも共感をいただけるよう

な独自的な政策といったものをしっかりと推進し

て、それをしっかりと発信していく、そのことが

具体的なシフトへつながる道ではないかというふ

うに思っているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） やはりこのふるさと納税

制度、今後も返礼品の選定ということで、これに

よりまして地元の産業が潤い、なおかつ寄附の還

元率が30％を切っているということで那須塩原市

の使えるお金がふえて、そして事業が円滑にでき

るような形で今後も取り組んでいただきますよう

期待していますので、どうぞよろしくお願い申し

上げましてこの項の質問を終了いたします。 

  続きまして、２、観光誘致について。 

  近年の国内人口の減少は観光分野にも大きく影

響を与えるものであり、国内観光マーケットも減

少していくことは避けられない状況です。 

  本市は、塩原温泉、板室温泉を中心とした温泉

地や那須野が原開拓にかかわる明治の元勲の歴史

的遺産等多くの観光資源に恵まれていますが、有

効に活用しているとは言いがたく、国内外におけ

る認知度はまだまだ高いとは言えない状況にあり

ます。 

  ⑴塩原温泉について。 

  塩原温泉郷は、活火山高原山と大佐飛山地の山

塊との間に挟まれた谷間を流れる箒川沿いに位置

し、大網、福渡、塩釜、塩の湯、畑下、門前、古

町、中塩原、上塩原、新湯、元湯と古くから塩原

十一湯と呼ばれ、1,000年以上の歴史を持つ温泉

郷であります。各温泉がそれぞれ異なった泉質と

効能を持っています。 

  明治以降も文人墨客に愛され、畑下温泉には尾

崎紅葉が「金色夜叉」を執筆した旅館があり、紅

葉が宿泊した部屋は「紅葉の間」として保存され

ています。 

  那須野が原から塩原温泉郷へ向かう入り口に道

の駅湯の香しおばらがあり、この施設は那須温泉

行きの高速バス那須リゾートエクスプレス号と塩

原行きの路線バスとを連結する待合所及び冬季の

タイヤチェーン脱着所も兼ねています。そこから

国道400号を塩原側に進むと塩原渓谷が始まり、

さらに道の駅より３㎞塩原側地点には、塩原ダム

にかかる全長320ｍの歩行者専用つり橋のもみじ

谷大吊り橋があり、そこから回顧の吊り橋などを

観光できるハイキングコースが整備されています。 

  渓谷の周辺には大小無数の滝が点在し、塩原十

名瀑として数えられる竜化の滝、回顧の滝、布滝

などもこの周辺に位置しています。新緑、紅葉な

どの時期は特に絶景を楽しむことができることか
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ら、次の点についてお伺いします。 

  ①観光客の入り込み数の現状と推移について。 

  ②観光客宿泊者数の現状と推移について。 

  ③受け入れ態勢の整備について。 

  ④観光団体との連携、協働の推進について。 

  ⑤観光情報の発信と提供について。 

  ⑥観光施設の整備について。 

  ⑵板室温泉について。 

  板室温泉は、日光国立公園内の那須岳南麓那須

温泉郷の西方、那珂川沿いに位置し、平安期後冷

泉天皇の時代である1059年３月、下野国那須郡の

領主である那須宗重が鹿狩りのため那須の奥山に

踏み入って発見したというのが記録上の起源であ

ります。以降、下野の薬湯と称され、近世では那

須七湯に数えられる湯治場として知られるように

なりました。 

  1971年３月23日に国民保養温泉地に指定され今

に至りますが、2012年に国民保養温泉指定標準が

改正されたことに伴い、改めて指定を受けなけれ

ばなりません。地元関係者で組織する板室温泉活

性化委員会等でも継続した指定を望んでいます。 

  高速バス利用の場合、新宿駅新南口から那須リ

ゾートエクスプレス号を利用し、戸田（板室温泉

口）バス停で下車、東野交通の路線バス利用とな

ります。この場合、往復の高速バスと板室温泉周

辺の東野交通路線バス区間が自由に乗降できるフ

リー切符「板室きっぷ」が便利に利用できます。 

  周辺は日光国立公園地内で、乙女の滝、沼ツ原

湿原や深山ダム等、豊かな自然が広がっているこ

とから、次の点についてお伺いします。 

  ①自然環境、歴史、文化等の概要と取り組みの

現状と今後の取り組みについて。 

  ②医師または人材の配置の状況と配置計画また

は育成方針等について。 

  ③温泉資源の状況と取り組みの現状及び今後の

取り組み方策について。 

  ④観光客の入り込み数の現状と推移について。 

  ⑤観光客宿泊者数の現状と推移について。 

  ⑥温泉の公共的利用の増進を図るための取り組

みの現状と今後の取り組み方策について。 

  ⑦高齢者や障害者等に配慮した公共の用に供す

る施設の状況と取り組みの現状及び今後の取り組

み方策について。 

  ⑧温泉地の地勢及び災害の発生状況について。 

  ⑨災害防止計画及び措置の現状と今後の取り組

み方策について。 

  以上です。よろしくお願いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） それでは、２の観光

客誘致について、順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の塩原温泉についての①観光客の入

り込み数の現状と推移についてでございますが、

平成28年の入り込み数は253万7,134人で、前年比

2.9％の減となっております。推移につきまして

は、10年前の平成19年は339万5,507人でございま

したが、東日本大震災後の平成23年は227万4,099

人、平成19年の約66％、平成28年は約75％という

状況でございます。 

  次に、②の観光客宿泊者数の現状と推移につい

てですが、平成28年の宿泊者数は78万8,470人で、

前年比2.2％の減となっております。推移につき

ましては、10年前の平成19年は90万6,144人、平

成23年は68万3,557人で平成19年の約75％、平成

28年は約87％であり、入り込み数とおおむね同様

の傾向で推移をしております。 

  次に、③の受け入れ態勢の整備についてお答え

いたします。 

  現在までの主な取り組み状況につきましては、
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近隣市町との共同による観光案内所の運営のほか、

多言語対応の市観光専用サイト「ココシル那須塩

原」の導入によります案内機能の充実、市営観光

施設や遊歩道、案内看板等の整備などを行ってお

ります。 

  また、塩原温泉観光協会や塩原温泉活性化推進

協議会等において実施をしております地域イベン

トの支援、それから市観光局による季節商品の開

発、バスツアーの運行など、こんなところを実施

しているというところでございます。 

  今後も、地元関係者の皆さんと連携しまして、

観光地といたしましての受け入れ態勢づくりに取

り組んでまいります。 

  次に、④の観光団体との連携、協働の推進につ

いてでございますが、塩原温泉観光協会も含め、

市内３観光協会と市が協働で観光振興に取り組む

組織といたしまして、平成27年に那須塩原市観光

局を設置いたしました。各観光協会が地域の特色

を生かして実施いたします事業と連動したプロモ

ーションなど、知名度の向上と品質の向上に努め

てまいりました。 

  観光局につきましては、本年４月５日に法人化

をいたしましたが、市の観光施策の中核を担う組

織として、今後も密接に連携して観光振興に取り

組んでまいります。 

  次に、⑤の観光情報の発信と提供につきまして

は、観光局を中心に市全体の観光情報を発信して

おりますが、特に塩原温泉、板室温泉という温泉

地を中心とした宣伝を実施しております。ＪＲを

初め私鉄や高速道路のサービスエリア等を活用し

たポスターやパンフレットの掲示、新聞、ラジオ

等のメディアミックスによる告知宣伝のほか、観

光事業者や旅館等と連携した市観光専用サイトや

フェイスブック等によるタイムリーな情報の発信

に努めております。 

  続きまして、⑥の観光施設の整備についてお答

えをいたします。 

  塩原温泉におきましては、現在、市営の指定管

理施設が６施設あるほか、つり橋や遊歩道、公衆

トイレや案内看板等があり、それぞれ維持管理を

行っておりますが、施設の老朽化に伴いまして維

持管理上の課題もふえてきているという状況です。

観光施設の適切な維持管理に今後も引き続き努め

ていくと同時に、施設のあり方や活用について検

討をしてまいりたいと考えております。 

  続きまして⑵の板室温泉についてお答えをいた

します。 

  初めに、①の自然環境、歴史、文化等の概要と

取り組みの現状と今後の取り組みについてお答え

をいたします。 

  板室温泉につきましては、那珂川の最上流部の

豊かな自然環境に恵まれた山合いの温泉地で、温

泉神社等の古くからの湯治文化を伝える歴史的建

造物等が軒を連ねる一方、近年は芸術や現代建築

を取り入れたモダンな旅館も共存しており、国民

保養温泉地に指定されております。 

  取り組みといたしましては、良好な景観の保全

を図りつつ、歴史文化や自然を生かした園地の整

備、誘客事業を実施しております。今後も、恵ま

れた自然や温泉を生かした取り組みを継続してま

いりたいと考えております。 

  次に、②の医師または人材の配置の状況と配置

計画または育成方針等についてでございますが、

板室温泉には入浴方法等の指導を行います温泉入

浴指導員が11名おり、宿泊施設において指導や案

内を行っております。また、平成29年度からは、

国民保養温泉地の再指定申請を機に、旅館組合が

市内の医院と連携をしまして、医学的な立場から

温泉利用、健康管理を指導する医師の配置を行っ

ております。この医師の配置については常勤とい
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うことではなく、入浴客の状況と必要に応じて連

携対応するということになっております。 

  次に、③の温泉資源の状況と取り組みの現状及

び今後の取り組み方策についてでございますが、

板室温泉では13本の源泉が14の旅館と１つの公共

施設で利用されておりまして、国民保養温泉地の

選定標準に定める条件に対しても十分な湧出量を

確保しております。 

  保護に関する取り組みとして、県と市で源泉監

視を実施しておりますが、今後も源泉湧出状況等

の監視を継続してまいることとしております。 

  次に、④の観光客の入り込み数の現状と推移に

ついてですが、板室温泉の平成28年の入り込み数

は53万9,147人で、前年比2.6％の減となっており

ます。推移につきましては、10年前の平成19年は

69万1,430人でありましたが、東日本大震災後の

平成23年は49万1,634人で平成19年の約71％、平

成28年は約78％という状況であります。 

  ⑤の観光客宿泊者数の現状と推移につきまして

は、平成28年の宿泊者数は７万1,676人で、前年

比8.3％の減となっております。推移につきまし

ては、10年前の平成19年は14万2,950人、平成23

年は９万6,202人で平成19年度の約67％まで減少

し、その後、大型旅館等の閉鎖もございました関

係で、平成28年は19年の比較で約50％というふう

な状況です。 

  次に、⑥の温泉の公共的利用の増進を図るため

の取り組みの現状と今後の取り組み方策について

でございますが、現在、板室温泉では市営の日帰

り温泉施設を設置しているほか、黒磯観光協会や

板室温泉旅館組合を中心として観光情報の発信、

温泉文化、生活文化、芸術文化を活用した誘客対

策の企画実施を行っております。今後も、公共的

利用増進のため適正な維持管理に努めてまいりま

す。 

  次に、⑦の高齢者や障害者等に配慮した公共の

用に供する施設の状況と取り組みの現状及び今後

の取り組み方策についてお答えいたします。 

  板室温泉地内にある市営温泉施設等につきまし

ては、入り口スロープや思いやり駐車スペースの

設置、盲導犬の受け入れ等を行っております。ま

た、旅館等においても館内や浴室への手すりの設

置等に努めております。今後もバリアフリー化の

推進、促進に努めてまいります。 

  次に、⑧の温泉地の地勢及び災害の発生状況に

ついてでございますが、板室温泉は那須連山の西

端、那珂川の最上流沿いに位置し、大きな被害を

もたらしました平成10年の集中豪雨、那須水害に

おいても家屋の破損や浸水等の被害はございませ

んでした。また、平成23年の東日本大震災におき

ましても、家屋損壊や人的被害はなく、比較的災

害には強い地域とも言えるのではないかというふ

うに考えております。 

  最後に、⑨の災害防止計画の措置の現状と今後

の取り組み方策についてお答えいたします。 

  災害防止計画につきましては、災害対策基本法

や市の条例にもとづいて那須塩原市地域防災計画

が策定されておりまして、市や防災機関がとるべ

き災害対策の基本的事項が定められております。 

  また、火山災害に関しましては、那須岳火山防

災協議会において那須岳の噴火活動が活発化した

場合の避難計画を策定し、入山規制や避難対策な

どについて定めているところであります。 

  さらに、板室温泉におきましては、旅館等によ

る防火防災訓練が定期的に実施されており、住民

や観光客の安全確保に努めております。 

  今後も、さらなる防災、減災を図るため、こう

した取り組みを継続するとともに、災害発生時に

は地域で迅速かつ的確な防災活動を行うために必

要な防災体制の充実、強化に取り組んでまいりた
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いと考えております。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） それでは、⑴塩原温泉に

ついて、①から⑥まで一括して再質問をいたしま

す。 

  初めに、①観光客の入り込み数が10年前の平成

19年の339万5,000有余人に対して昨年、平成28年

は平成19年比で約75％になったという状況の主な

要因についてどのように考えられるのかお伺いを

いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 平成28年が19年比で

約75％という数字になっておりますが、なかなか

１つこれが要因だというふうなことにはならない

かと思いますが、幾つか挙げさせていただきます

と、まずは全体のマーケットが縮小しているとい

うのは一つあるかなと。それから、観光スタイル、

観光客のニーズの多様化。また大きな流れといた

しましては経済情勢、そういったところが。 

  また、個別的な理由といたしましては、宿泊施

設、これ自体の閉鎖、休業等で全体のパイも縮小

しているというようなところが主な要因かという

ふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） そのような要因に対して、

現在、その対策ということはどのようなことを考

えられるのか、ありましたらお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） これらに対する対策

でございますが、やはり全体に長い間低迷してい

るということで、知名度がまずは下がったという

のは大きな問題であるということ。そういうとこ

ろからもう一度つくり直さなければならないとい

うところで、まずはマーケットを的確にとらえて

認知度の向上を図る。 

  それから、観光資源の磨き上げに取り組んでお

客様の満足度を上げるというようなものを中心に

行わなければならないわけですが、そういったも

のに取り組むにも、やはりなかなか行政が直接各

個々の施設の磨き上げや満足度の向上というとこ

ろに手を入れるというのは難しい、かといって民

間だけでも難しいということで、先ほど来お話を

させていただいておりますが、観光局という組織

を立ち上げまして、それに向かって現在対策を講

じているというところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 確かに、数値的にはキャ

パが減ったということもあると思うんですが、現

在のキャパに対してフルに近づけるような対策を

今後もどうぞよろしくお願いをいたします。 

  続きまして、②観光客宿泊者数は、平成19年、

23年、28年のいずれも観光客入り込み数の約30％

であります。今後もこの傾向が続くと考えられる

のかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 入り込み数と宿泊数

の比較でございますが、この傾向は特別大きな誘

客施設ができるとか大きな宿泊施設ができるとか

状況が変わらなければ、大きくこの数字が動くと

いうような状況にはないかというふうに考えてお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 大きく変わらないという

予想をされるという中で、この宿泊者数の比率を

上げる対策等はあるのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 
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○産業観光部長（藤田一彦） この比率を上げる対

策ということではございますが、先ほど①の再質

問でお話をさせていただいたように、しっかりで

きることをやり、お客様の満足度を上げ、宿泊者

の数を増加させるというものにまず取り組んでい

かなくてはならないだろうというふうに考えてお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） それらにつきましては理

解したところであります。 

  続きまして、③、④、⑤とありますが、受け入

れ態勢の整備、観光団体との連携、協働の推進、

観光情報の発信の提供について、それぞれ検証が

行われたのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） それぞれの施策につ

いて検証が行われたかということでございますが、

それぞれ大きくは一つ第１次総合計画後期計画の

観光施策です、この３つにつきましては。昨年、

最終年度でございましたので、成果指標というの

が総合計画のほうにございましたので、その状況

についての検証というものは行っております。大

きくはそういう検証になりますが、それぞれの事

業ごとに実施した都度、検証、改善というものは

作業として行っております。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） それらにつきましては了

解したところであります。 

  続きまして、インバウンド戦略について、平成

25年９月から上海を観光客拠点に業務委託を開始

していますが、その現状と課題についてお伺いを

いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） まず、現状でござい

ますが、上海の事務所では、中国旅行会社への販

売促進、それから有力エージェントへの訪問セー

ルス、さらには中国国内で行われております旅行

博への出店などをしてＰＲをやっているというの

が現状でございます。 

  そんな中で、昨年は中国の大手の旅行会社でオ

ンライン旅行商品、ネット系のエージェントでご

ざいますが、そちらのほうで那須塩原の商品造成

がなされたというのも一つ成果として上がってお

ります。 

  ただ、まだまだ那須塩原市という名前の認知度

が高いという状況にはないというふうになってお

りますので、さらに効果的な対策を進める必要は

あるというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 昨今の中国からの観光客、

爆買いという時代ではなくなってきておりますの

で、今後もそのインバウンドについて上海のみな

のか、または諸外国に向けてどのように発信して

いくのか、今後の取り組みについてお伺いをいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 今後のインバウンド

の取り組みでございますが、今、国・県でもいろ

いろなインバウンド対策を講じております。それ

らに合わせまして、本市としても情報の発信、宣

伝告知には努めてまいりたいと考えておりますが、

当面、上海事務所を拠点として、さらには成長著

しいＡＳＥＡＮ諸国への情報発信にも努めてまい

りたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 続きまして、⑥観光施設

の老朽化に伴う維持管理上の課題とはどのような
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ものなのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 観光施設の老朽化に

伴う課題でございます。 

  老朽化に伴いまして、まず最も大きなものは安

全性の確保であるというふうに思っております。

それから、どうしても古くなりますと維持管理費

が増大してくるというのも大きな課題であるとい

うふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） やはり観光客の安全確保

というのは最重要課題であると思います。しかし

ながら、そこには大きな課題として金銭的なもの

がかかわってくるということで、それは十分理解

しておりますので、その辺はしっかりと見据えて、

どうしても選んでもらえるような政策を今後もよ

ろしくお願いをいたします。 

  続きまして、塩原十一湯と呼ばれる温泉の管理

はどのようにされているのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  塩原支所長。 

○塩原支所長（宇都野 淳） 塩原十一湯の管理に

つきましては、所管しております私どものほうで

お答えを申し上げます。 

  塩原温泉には、泉質の異なる11湯の温泉がござ

いまして、133の源泉を活用して温泉を供給して

おります。 

  管理方法については異なっておりますが、基本

的には旅館、また個人などが所有する源泉につい

てはご自分で温泉の管理を行っており、ほかの源

泉については、一部組合をつくりまして管理して

いるところもございます。市が管理している源泉

につきましては、上塩原、中塩原の一部につきま

して集中管理を行っておりますし、ほかに塩原地

区の一部の源泉につきまして市が管理を行ってお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） この温泉は全国どこにで

もあるということじゃなくて、すばらしい財産だ

と思いますので、今後も脈々と続いている温泉で

すので、枯渇しないような形で今後もどうぞ取り

組みをよろしくお願いを申し上げます。 

  この項の最後に、現在、閉鎖している民間の宿

泊施設について、どのように考えているのかお伺

いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 現在、閉鎖をしてお

ります宿泊施設についてどのようにというご質問

でございますが、空き家のままになっている施設

については、景観上の問題や安全性の問題が大き

いというふうには認識をしております。 

  本市では空き家等の対策計画を今、策定をして

いるというところでございますので、空き家等の

適正管理、それから利活用の促進というような視

点からこの計画担当課と連携をして、研究をして

まいりたいというような状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） もちろん景観等もござい

ますが、まずは安全が第一ということであります

ので、その辺の取り組みは早急に対策をよろしく

お願いを申し上げまして、この項の質問を終わり

ます。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１１時０７分 
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○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

  ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） ⑵板室温泉について、関

連していますので①から⑨まで一括して再質問を

いたします。 

  初めに、温泉神社のほかにどのような歴史的建

造物があるのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 温泉神社のほかに、

篭岩地蔵、それから木の俣地蔵、これら２つを加

えて板室温泉の３大祈願所と言われておりますが

そういったもの。さらには、国の登録有形文化財

の指定を受けた旅館、こういったものがございま

す。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） そのようなすばらしい施

設があるということなので、今後もそちらのＰＲ

のほうをよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、どのような誘客事業を展開してい

るのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 基本的には今、首都

圏向けのプロモーション等については観光局が中

心となっておりますので塩原温泉と同様でござい

ますが、板室の特色を生かしたイベントとしまし

ては、黒磯観光協会、それから板室温泉の旅館組

合、こういった方々が中心になって、３大祈願所

にお供えをしましたお札がありますが、そのおた

き上げを行ったり、板室にダム湖がありますが、

そこのカヌー体験ツアー、それから星空観察会、

また板室の那珂川がございますが、その上空にこ

いのぼりを設置なんていうようなものに取り組ん

でおります。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 続きまして、13本ある源

泉の管理はどのようにされているのかお伺いをい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 板室温泉の源泉につ

いては、所有している旅館、それから個人が管理

をしていると、１本は組合を組織して管理をして

いるという状況です。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 続きまして、源泉湧出状

況確認はどのように実施されているのかお伺いを

いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 湧出状況の確認は、

２年に１回ですが栃木県が主体となって実施をし、

市の職員もその際には同行して一緒に行っている

というものです。 

  源泉の所有者の立ち会いのもと、源泉から湧き

出る温泉の量、温度、こういったものを計測をし

ております。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 続きまして、観光客入り

込み数の減少をどのように捉えているのかお伺い

をいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 観光客入り込みの減

少というところですが、やはり大きなものとして

は、先ほど塩原温泉のときにお答えを申し上げま

したが、同様の状況にあるなと。 
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  また、板室においても規模の大きな宿泊施設が

廃業したというような状況もありますので、その

辺についても同じではないかというふうに考えて

おります。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） それでは、現在その対策

は行われているのか、またはどのようにしていく

のかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 対策につきましても

塩原温泉と同様、観光局を中心としたプロモーシ

ョン活動、それから観光協会、旅館組合を中心と

した地域色を打ち出した取り組み、こういったも

のにさらに努めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 板室温泉におきましても、

塩原同様に今後もしっかりと取り組んでいただけ

ればと思っております。 

  続きまして、平成28年度観光客宿泊者数が入り

込み数に占める割合が通常の年より低くなってお

りますが、その原因をどのように捉えているのか

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 率が下がった、減少

率が大きかったというところですが、やはりこち

らについては宿泊者数そのものが減少したという

あらわれでございまして、最も大きな要因としま

しては施設の廃業、さらに休業というものが加わ

ったものが影響をしているというふうに思ってい

るものです。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） それらについては、もち

ろん入り込み数が減ったということでございます

が、その中でキャパが減ったというのも大きな原

因と挙げられるのかその辺を確認したいんですけ

れども、そのような考え方でよろしいのかお伺い

をいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） そのとおりでござい

ます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） それらにつきましては今

後、非常に難しい問題等あると思うですけれども、

現在その対策を考えているのかどうかお伺いをい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） なかなかこれがとい

うふうなお答えにはなりませんが、やはり観光地、

宿泊地としての魅力を上げる努力をするというこ

とになると思います。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） 続きまして、地勢におい

て、温泉街が急峻な那須連山の麓に位置している

ことから、集中豪雨や地震等で土砂災害等につい

て住民等から相談や依頼を受けたことがあるのか

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 立地条件の関係で、急峻

な場所であるということで、過去においては大き

な落石等の駆除ということで要望を受けたことは

記憶しておりますが、ここ近年については、特別

私どものほうでは把握しておりません。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） やはり地形的に急峻、現
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状は安全ということで危険であっては非常に困り

ますので、今後も観察とかその辺を密にいたしま

して今後も。発生してからでは遅いのであります

ので、その辺は十分な検討、調査、そちらのほう

をよろしくお願いを申し上げます。 

  最後になりますが、板室温泉が国民保養温泉地

の指定を受ける取り組みについてお伺いをいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 国民保養温泉地指定

に向けての取り組みということでございますが、

昨年になりますが、板室地区の関係者、活性化委

員会、それから旅館組合、観光協会の皆さん等と

協議をし、また旅館等へのアンケート調査、こう

いったものを行って、再指定を受けるための計画

書の案というものを策定いたしました。その案を

今度は栃木県のほうに上げまして、県の関係課、

それから環境審議会からご意見をいただいたもの

で調整したものを現在、国のほう、環境省に提出

を行っているというところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ９番、佐藤一則議員。 

○９番（佐藤一則議員） そうすると、その案をつ

くりまして提出したということでございますので、

それらがしっかり受けとめられまして、引き続き

板室温泉が国民保養温泉地の指定を受けられるこ

とを願っております。 

  以上で、私の一般質問を終了させていただきま

す。 

○議長（君島一郎議員） 以上で、９番、佐藤一則

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 相 馬   剛 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 議席番号10番、那須塩

原クラブ、相馬剛です。通告に従い、市政一般質

問を行います。 

  １、スポーツ推進基本計画について。 

  ３月定例会において、那須塩原市スポーツ推進

基本計画が策定されました。これは、国によるス

ポーツ基本計画及び栃木県スポーツ推進計画2020

を参酌し、第２次那須塩原市総合計画の基本政策

を実現するための重要な計画に位置づけられたも

のです。 

  その目的は、市民のスポーツ活動の推進と豊か

なスポーツ社会の実現、そしてスポーツを通じて

の仲間づくり、地域づくりです。また、これまで

のスポーツ振興基本計画の取り組みについて、現

状と課題を市民アンケートにより分析し、具体的

施策を６つの項目で展開する計画としています。

そこで、具体的施策の幾つかの項目について、市

の考えを伺います。 

  ⑴市民アンケートによるほとんど運動しない方

の割合が、平成20年度29.9％であったものが41％

になっている要因を伺います。 

  ⑵ライフステージに応じたスポーツ活動の推進

について、具体的内容を伺います。 

  ⑶障害者スポーツ活動の推進について、具体的

内容を伺います。 

  ⑷スポーツ施設の整備で、総合スポーツゾーン

の整備検討の内容を伺います。 

  ⑸大規模スポーツイベントに対する組織的な支

援体制の構築の具体的内容を伺います。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員の質問

に対し、答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） １のスポーツ推進基本計
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画について、順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴のほとんど運動しない方の割合が

29.9％だったものが、今回のアンケートでは41％

となっている要因についてお答えをいたします。 

  本市が平成28年６月に市民を対象に実施したア

ンケート調査の結果では、回答者の54.8％が運動

することが好きと回答しております。にもかかわ

らず、回答者の41％がほとんど運動しないと回答

をしております。 

  要因についてはアンケートは行っておりません

が、年代別では20代から40代、男女別では女性の

ほうがほとんど運動していないと回答している割

合が高くなっております。 

  平成25年に文部科学省が行った体力・スポーツ

に関する世論調査においては、世代別、男女別の

運動・スポーツを行わなかった理由は、仕事・家

事・育児が忙しくて時間がないという割合が高く

なっております。本市におきましても同様の理由

が要因ではないかと推測をしております。 

  次に、⑵のライフステージに応じたスポーツ活

動の推進の具体的内容についてお答えをいたしま

す。 

  ライフステージに応じたスポーツ活動の推進に

つきましては、市民の方が気軽にスポーツに触れ

られるようにするとともに、既にスポーツを行っ

ている方についてはさらなるスポーツ活動の向上

を目指し、スポーツをする機会の環境整備をする

ものであります。 

  具体的には、ニュースポーツ情報誌作成事業、

スポーツレクリエーション活動推進事業、出前講

座活動事業、学校体育施設開放事業の４つの施策

を重点に取り組んでまいりたいと考えております。 

  次に、⑶の障害者スポーツ活動の推進の具体的

内容についてお答えをいたします。 

  障害者スポーツにつきましては、競技の普及、

認知度の向上に努めまして、全ての市民が同じス

テージでスポーツレクリエーションができるよう

な機会、環境を整備します。 

  具体的には、障害者スポーツへの関心、理解を

促進し、交流の輪を広げていくため、パラリンピ

アンを講師とする体験教室の開催を予定しており

ます。 

  次に、⑷のスポーツ施設の整備で、総合スポー

ツゾーンの整備検討の内容についてお答えいたし

ます。 

  市民アンケートでは、総合運動場、体育館、プ

ールの整備要望が高くなっておりました。これら

の結果を踏まえ、本市の総合スポーツを推進する

活動拠点の研究を行いたいと思っております。 

  最後に、⑸の大規模スポーツイベントに対する

組織的な支援体制の構築の具体的内容についてお

答えいたします。 

  スポーツボランティアの育成については、先月

の議員全員協議会でご説明しましたとおり、那須

塩原市スポーツボランティア制度を初めておりま

す。 

  また、ジュニア層の育成・強化、青年層の強化、

選手発掘の３つの柱として、各種競技団体等と連

携強化を図りながらアスリートを育成するととも

に、スポーツ外傷、障害への対応や食に関する栄

養・メンタル指導教室等を開催し、アスリートの

支援を行う機会を提供してまいりたいと思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、⑴から順に

再質問させていただきます。 

  まず、要因についてのアンケートは行っていな

いということでございましたが、第１次総合計画

でスポーツ振興基本計画というものがございまし
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て、その施策の中で、平成22年度の状況から平成

28年度の目標値が７つの項目であったと思います

が、その目標に対する結果をお伺いできればと思

います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） ただいまのご質問に対し

まして、第１次総合計画の各施策の28年度の目標

達成についてということでございます。 

  １つとしまして、体育協会の会員数、平成28年

度目標が5,000人でございますが、平成28年度は

3,608人でございます。 

  それから、スポーツ推進委員の数でございます

が、平成28年度は60人でございますが、28年度に

おきまして、現在45人というところでございます。

２年間の任期なものですから、やめる方、入る方

の更新のときもあったということで若干減ってい

るというところでございます。現在は52名を確保

しております。 

  青木サッカー場利用者数でございます。平成28

年度６万2,000人という目標でございます。28年

度の実績といたしましては５万7,085人という数

字でございます。天然芝グラウンドの稼働率が悪

かったということもありまして、今後は人工芝に

かえるということでございますので、稼働率が上

がるのかなというふうには思っております。 

  それから、学校開放施設利用者数でございます。

28年度目標６万8,500人でございます。28年度実

績が６万9,915人ということで、目標は達成して

おります。 

  もう一つ、那須塩原市ハーフマラソン参加者数

でございます。28年度目標が2,500人でございま

す。28年度は1,872人、27が2,892人ということで

ございますが、野球場の改築工事等がありました

ものですから、その関係で２㎞と中学生の部を休

止したということで減っているということでござ

います。 

  それから、スポーツ施設の利用者数、目標53万

人でございますが、実績としましては28年度55万

6,316人でございます。 

  それから、最後ですが、市民満足度でございま

すが、目標58点ということでございますが、ちょ

っと及ばず、基準値は53点ですが、53.2というこ

とで少々のアップであったということでございま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 幾つかの項目について

は目標を達成しているということなんだろうと思

いますが、この第１次総合計画の目標に対する結

果を、この第２次総合計画内でスポーツ推進計画

においてはどういうふうに評価をしてこの計画に

なったのかお伺いできればと思いますが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） どういう評価をしたのか

ということでありますが、昨年度策定しました那

須塩原市スポーツ推進基本計画の基本理念と申し

ますが、年齢、性別、障害の有無等にかかわらず、

全ての市民の方がいつでも、どこでも、いつまで

もスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社

会というのを目指してというふうにうたってござ

います。 

  この計画の実現に向けては、市民の方のニーズ

の把握、それからスポーツ推進体制の企画、立案、

それから関係機関とのネットワーク、そういうも

のを構築を進めまして、各計画の進捗率の管理を

しながら具体的な施策の実現というふうに持って

いきたいというふうに考えております。 

  まだ先でございますが、平成32年には2020オリ
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ンピック、その２年後には栃木国体等もあります

ので、いろいろな体制づくり等も必要かなという

ふうには思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） もう１点ですが、先ほ

ど20代から40代の女性がほとんど運動しない方が

非常に多いというようなことだったと思いますが、

この20代から40代のほとんど運動しないという方

の率がもしわかりましたら何％かお伺いできれば

と思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） ただいまの質問に対しま

してお答えをいたします。 

  独自に計算した結果がございまして、20代から

49歳で運動しない女性の方の割合が高くなってい

るということでございまして、本市のアンケート

では、ほとんど運動していない女性の割合という

のは20代で65.2％、30代が61.5％、40代が57.4％

となっております。以上、計算した結果でござい

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 若干やはり高くなって

いるのかなというふうに思います。これに対する

対策も十分考えていただければというふうに思っ

ております。 

  続きまして、⑵についてですが、まずニュース

ポーツ情報誌作成事業というものの内容について

お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 現在、ニュースポーツと

いうものは40種類程度あるものと思っております。

ニュースポーツの種目が多々あります。そのリー

フレットを作成しまして、市民の方に周知をして

いきたいというふうに思っております。あわせま

して、実施団体の協力を得ながら体験教室の紹介

なども検討しているというところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） リーフレットとして作

成するというようなことでございますが、これは

どういうところでどういう方にお配りするのかお

伺いできればと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 各戸配布を考えておりま

す。予算の関係もありますので今後、財政の方と

は詰めたいと思っておりますが、そういうニュー

スポーツ40種類程度ありますので、こういう紹介

をして親しんでいただきたいというふうに思うに

は、やはり各戸配布がいいのかなというふうに思

っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 続きまして、そのニュ

ースポーツですが、先ほど40種類というふうなお

話ですが、本市でのその中で行われている種類と、

もしその競技者数がわかりましたらお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） ただいまのご質問でござ

いますが、５月に西那須野、塩原地区を中心に西

那須野運動公園で実施をしております。それから

９月に黒磯地区を中心に黒磯運動場でニュースポ

ーツの体験事業というものを実施を予定しており

ます。 

  那須塩原市のスポーツ推進委員さんにお骨折り
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いただきまして、ニュースポーツ10種類程度を用

意して実地体験をしていただきたいというふうに

思っておりまして、種目は、ドッチビー、それか

らキンボール、さいかつボール、スポーツ吹き矢、

ディスコン、インディアカ、スカイクロス、ディ

スクゴルフ、それからカローリングというものを

予定しております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） わかりましたが、もう

１点、実際に競技されている人数が今どのぐらい

いるか、市では把握はされていないですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 現在の利用されている推

計でございますが、5,600人ぐらいかなというと

ころでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解しました。 

  続きまして、スポーツレクリエーション活動推

進についてでございますが、レクリエーション協

会では、スポレク指導者、このスポーツレクリエ

ーション活動の推進をするのには、日本レクリエ

ーション協会としましては、スポレクの指導者の

資質が鍵というふうに言っておりますが、このス

ポーツレクリエーションの普及にはどういうよう

な方を普及者または指導者として行う予定なのか

伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） スポーツ推進委員の方、

先ほど52名いると言っておりますが、その方たち

に普及推進、普及をお手伝いを願いたいというふ

うに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 生涯スポーツの指導者

とスポレク指導者というのは大きく違うわけでご

ざいまして、スポーツの指導者というのは競技の

向上志向が必要ということになりますが、スポレ

クでの指導者というのは、指導者というよりはど

ちらかというと支援者と、そういった観点から普

及していくというようなことが必要なんだろうな

というふうに思いますので、十分に配慮されて推

進を図っていただきたいというふうに考えます。 

  また、出前講座活動の具体的な内容についてお

伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 先ほど申しましたスポー

ツ推進委員さんを中心に、市内各小学校での親子

レクリエーション、それからニュースポーツの実

施、また公民館のほうでもスポーツレクリエーシ

ョンの事業を取り組んでおりますので、スポーツ

推進委員さんの力をかりまして、学校や公民館に

出向いてそういう講座をやっていきたいというふ

うに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解いたしました。 

  最後に、学校開放事業については、先ほど目標

を十分に達成しているというようなことだったん

だろうと思いますが、昨年12月の質問の使用料で

質問をさせていただいた時点で、使われていない

施設も多分にあったように記憶しております。 

  学校開放事業につきましては、そのときも申し

上げたところでございますが、１団体週１回とい

う規定がある。それを何とか違う方向にというよ

うな要望をしたわけでございますが、今年度の利

用手引についても、やはり赤い字で１団体週１回
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というふうに書いてございますので、何とかその

辺のご検討もお願いできればというふうに考えま

す。 

  続きまして、⑶の再質問でございますが、パラ

リンピアンの体験教室というのは、どのような方

が何回ぐらい、またそういったものを定期的に行

うのかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） パラリンピックの指導者

ということでございますが、ことし12月になりま

すが、リオパラリンピック車椅子テニスの銅メダ

リスト、市のほうにも表敬訪問をされております

が、本市出身で眞田卓選手をお呼びいたしまして、

市内の小中学生を対象に障害スポーツについての

講演とか体験教室というものを考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） これは何回ぐらい年に

行う予定でしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 現在、今思っているのは

先ほど申しましたその１つでございまして、今後、

講師の先生とか相手の方もおりますので、そうい

う認知度を深めるということでございますので回

数はたくさんあったほうがいいとは思いますが、

これについては一応今のところ１回の予定でござ

います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうしますと、障害者

スポーツの推進についての取り組みについて、ほ

かには何かないんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） ことし11月３日に那須塩

原市ハーフマラソンを予定してございます。その

中で、視覚障害者のほうで各種マラソンで活躍を

されております加治佐博昭選手という方を特別招

待選手として招致をしたいというふうに思ってお

ります。北京オリンピックのマラソンの日本代表

とか、それからＩＢＳＡ世界大会1,500ｍの日本

代表、ワールドカップマラソンの日本代表という

方でございまして、そういう方をハーフマラソン

にお呼びをしまして、認知度を上げていきたいと

いうふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうしますと、そうい

った事業に対してでございますが、先ほど環境整

備というようなこともお話がありましたが、その

障害者スポーツ活動の環境整備という面について

はどのようにあるか、具体的に伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 誰でも同じステージで生

涯スポーツ、障害者も含めて体験ができるような

環境整備ということになると思いますので、皆さ

んが競技がしやすいような環境ということでござ

いますので、那須塩原市もこれまでもたくさん拠

点整備等をしております。そんな中で、障害者の

方も使える、普通の方も使える、そういうような

環境整備に努めていきたいというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 理解いたしました。 

  恐らくこの環境整備、それから設備自体には多

分に問題がまだあるんだろうというふうに考えて
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いるところでございますので、その辺も十分に考

慮していただいて今後の整備に当たっていただけ

ればというふうに思います。 

  続きまして、⑷の再質問でございますが、総合

スポーツゾーンの検討というふうなことでござい

ます。 

  現在、県で進めているいわゆる総合スポーツゾ

ーンというのは、西川田の総合運動公園の整備だ

ろうと、それが総合スポーツゾーンというふうに

ホームページ等でも出ておりますが、そういうふ

うなものをイメージしますと、いわゆる総合運動

公園を整備するのかと、いわゆるスポーツの総合

化というふうなことになってくるのかということ

になりますが、現在、那須塩原市で進めているス

ポーツ施設整備計画というのは、各競技ごとの拠

点整備というものが目的でございます。いわゆる

拠点化というのが目的でございます。 

  その拠点化といわゆる総合化といわれるものは、

全く反対の方向の対照的な方向性なんだろうとい

うふうに考えます。それがスポーツ整備計画の中

に、今度は総合化を図っていくというふうなこと

になりますと矛盾が生じないのかご説明をお願い

できればと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 基本的には、スポーツ施

設の拠点化という方針は変えていないと思ってお

ります。 

  総合計画の中にも、総合スポーツゾーンの推進

拠点（総合スポーツゾーン）の検討というふうに

うたってございまして、未整備の施設も多々、多

くありまして、老朽化も進んでいるということも

ありまして、先ほどおっしゃられましたように、

宇都宮の総合運動場の全体的なそういうイメージ

と那須塩原市が持っているイメージではちょっと

食い違いがあるというふうには思っておりますが、

拠点整備の考え方は変わっていないということで、

サッカー場であるとかソフトをやるとか、そうい

う拠点としてずっと整備をしてきているというよ

うなことでございまして、先ほど申しました総合

計画の中にうたってある総合スポーツの拠点とい

うことに対して、いろいろな角度から研究をして

いきたいというふうに思っておりまして、総合ス

ポーツゾーンはその選択肢の１つであるというふ

うに思っております。 

  本市では、未整備の陸上競技場というものがあ

るとは思っておりますが、今後、国体とかそうい

う施設の整備なんかを優先するということもござ

いまして、将来的にどうなるかという検討、研究

はしていかなくてはならないというふうには思っ

ております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） いわゆる総合運動公園

を構想に入れるということではなくて、陸上競技

場を中心としたさまざまなスポーツができるよう

な、あくまでも拠点整備だと、陸上競技場として

の拠点整備だというふうに理解すればよろしいと

いうことでいいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 先ほども申しましように、

専用の陸上競技場というものは那須塩原市にはご

ざいません。先ほど言った総合スポーツゾーンと

いう中で、それらの専用競技場というのも考えて

いく必要があるというふうに思っておりますので、

今後、研究をしていきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、県内で陸上
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競技場を持っていないといいますか、設置してい

ないといいますか、県内の市町の陸上競技場の設

置状況がもしわかりましたらお願いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 栃木県内の中で、陸上競

技場の設置状況ということでございますが、市の

状況でございますが、14市の中で９施設は保有を

しているという状況でございます。ですから、な

いところは鹿沼市さん、日光市さん、それから矢

板市さん、那須烏山市さんとうちの那須塩原市と

いうことになると思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） わかりました。そのよ

うに理解をさせていただきました。 

  本市では、ジュニアから高校生、そして社会人

まで駅伝やマラソンなど長距離競技、長距離種目

については大変実績がございます。当然、陸上競

技場があれば、フィールド競技や短距離競技につ

いてもすばらしい成果が生まれるだろうというふ

うに信じているところでございます。 

  ぜひ、いわゆる全天候トラックを備えた陸上競

技場を研究していただきたいというふうに思いま

す。希望を言えば、日本中のアスリートが那須塩

原市のトラックで走りたいと言っていただけるよ

うな、いわゆる高速トラックというのを目指して

いただきたいというふうに思います。 

  続きまして、⑸の大規模イベントについてでご

ざいますが、まずスポーツボランティア育成事業

についての詳細について伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） スポーツボランティア制

度につきましては、今後、大きな大会等もござい

まして、その大会のたびにボランティアの募集は

してきた経過もございますが、今回新たにボラン

ティア制度を募集しまして、当面100人ぐらいの

方を登録をしていただきたいということでござい

ます。 

  スポーツの得意の方、得意でない方もいらっし

ゃいますので、競技のほうに参加するとか指導す

るとかではなくて、その裏方となってスポーツの

大会を支えていただくということでございますの

で、記録する方とかそういう役割はたくさんある

と思いますので、制度に基づいて登録をしていた

だいて、内容的にどういうのが得意とか不得意と

かとあると思いますが、そういうことでそういう

大会をバックアップをしていきたいというふうに

思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうしますと、今まで

のスポーツイベントでのボランティアの申し込み

状況というのはどうなっているのかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 今までの募集の状況でご

ざいますが、関東学生トライアスロンでは28名の

方、ハーフマラソンにつきましては263人、市内

の駅伝競走では20人、それから市内小学校の駅伝

競走大会で28人、ツール・ド・とちぎ、そちらで

は133人という現状でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） ボランティア育成事業

については先月の全協の説明であったかと思うん

ですが、その内容についてですが、そこに高校生

を除くと、募集対象に対して高校生を除くという

ふうにありましたですが、高校生を除く理由を伺
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います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） なぜ高校生を除くのかと

いうご質問でございますが、ボランティアの方に

はスポーツ会場に直接行っていただくということ

もございまして、そういう高校生の場合ですと保

護者の方の同意なんかも必要になってくると思い

ますので、必要な場合には直接学校のほうにお願

いをするとか協力をお願いしていきたいというふ

うに思っております。ですから、高校生が直接行

く手段となると、やはり保護者の方に手を煩わせ

るということもありますので、その辺は除外をし

ているという内容でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 理由については理解を

いたしましたが、スポーツ活動については、ボラ

ンティアであっても規律が重要だというふうに思

います。規律正しい高校の運動部員に参加してい

ただくのが将来も含めても一番かなというふうに

考えますので、ぜひ再度ご検討いただければと思

います。 

  続きまして、アスリート育成事業の内容につい

て伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） アスリート育成事業でご

ざいますが、アスリートを育てるには、やはり指

導者に対しての各種講習会とか講演会、そういう

ものが必要であると思っておりますので、そうい

うものを実施していきたいというふうに思ってお

ります。 

  昨年度も小学生のスポーツ指導における指導者

向けのメンタルのトレーニングですとかスポーツ

栄養学について講習会とか講演会を開催したとい

う経過もございまして、317人の指導者の参加を

いただいているということでございます。 

  それから、今年度はオリンピアンを講師に、児

童生徒に対しての何らかの形で講習会を実施した

いというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 今年度、県で取り組ん

でいるとちぎ未来アスリートプロジェクトでござ

いますが、恐らくは本市の児童も随分参加してい

るかと思いますが、本市で登録された児童数がも

しわかりましたらお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） とちぎ未来アスリートプ

ロジェクトでございまして、本市で応募した児童

は61人おりました。最終選考のエクセレントキッ

ズというのに残った方については８名でございま

す。種目につきましては、陸上競技が１名、野球

が２名、サッカーが１名、バスケットボール１名、

バレーボール１名、ダンス１名、それからゴルフ

が１名ということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 続きまして、青年層の

強化について、具体的な考えがもしあればお伺い

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 青年層という具体的なこ

とについてでございますが、先ほど申しましたよ

うに、北京オリンピックのソフトボール金メダリ

スト、ピッチャーでございまして鍋掛に在住の坂

井寛子選手がいるんです。そういう方なんかもい
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らっしゃいますので、相手の都合もございますが、

いろんな体験談なんかも持っていて、育成のほう

のお力になっていただきたいなというふうに思っ

ておりまして、本人も市内におりますので、今後、

協力を求めていきたいというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） わかりました。 

  続きまして、選手発掘についての取り組みがあ

ればお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 選手発掘というふうにな

りますと、なかなかその種目別にたくさん優秀な

方もいると思います。これまでいろんな小中学生、

高校生の大会もございまして、その年度によって

も種目で優勝している方、過日、県でソフトボー

ル、関谷小学校も優勝して全国大会へ行くとか、

第２位で連合チームですが行く。また３位決定戦

では負けましたが、大原間がやはり同じ大会で県

内の大会で４つのそういうソフトの方がいるとい

うことで、いろんな大会ごとに優秀選手がいます

ので、各ネットワークを通じていろんな発掘をし

ていって、将来どういうふうに結びつけていくか

というのはネットワーク等によりまして情報をも

らいながら構築をしていきたいというふうに思っ

ております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解しました。 

  続きまして、競技指導者育成事業についての内

容を伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 那須塩原市には、指導者

という方についてでございますが、日本体育協会

公認スポーツの指導者がおります。県のほうの数

字でございますが、スポーツ指導員として129人、

それからこれはいろいろな種類がありまして、上

級指導員という方が34人、コーチという方が16人、

それから教師が10人、そのほか細かくなりますが、

各種スポーツのプログラマーとかスポーツ栄養士

とかおりまして、全部で236人の登録者がおりま

す。 

  ですから、そういう方の力をかりながら、いろ

んな面で協力をもらいながら育成指導等に当たっ

ていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解しました。 

  そこでなんですが、スポーツ競技には指導者と

ともに大変大切なのが要は競技審判だろうと思い

ます。市内の各競技種目の審判員の、そうした公

式審判員、それから任意の団体もあるでしょうが、

そうした審判員の数等は市では把握はされている

のでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 競技全体についてその審

判員の数を把握しているかということでございま

すが、主な協議についてでございますが、主な協

議ということで把握はしておりまして、陸上競技

の協会でございますが53人、ランクがありまして、

Ｓ級が７人、Ａ級が22人、それからＢ級が24人、

また野球連盟のほうでは38人、あとはソフトボー

ル協会につきましては101人、サッカー協会81人。

サッカー協会も２級、３級、４級というふうにご

ざいまして、おのおのいらっしゃいまして、２級

は５人ということでございます。それから、ゲー
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トボール協会のほうは65人という主な審判員の数

でございますが、以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 大規模イベントに対す

るスポーツの推進ということになりますと、やは

り各この市内に審判員というのが重要になってく

るだろうと思いますので、十分審判員の育成等に

も取り組んでいただけるような方策を考えていた

だければと思います。 

  続きまして、スポーツ障害、それから栄養、メ

ンタル指導というのはどのように行っていくのか

お伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 栄養等のスポーツ栄養学

等については、先ほど申しましたようにアスリー

トを育てる上でも大変重要なことだと思っており

ますので、昨年度も実施しました小学生向けの指

導者におけるトレーニングとか、それからスポー

ツ栄養学についての講習会、それから講演会、そ

ういうものを引き続き開催をして、そういうとこ

ろの中で指導者もいろいろ参加していただきまし

て、養成のほうに努めていきたいというふうに思

っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） わかりました。 

  それから、もう１点なんですが、国体に向けて

なんですが、国体に向けての施設整備で、市の施

設以外の施設を使用する種目の整備については計

画はあるのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 市の施設以外となると、

多分乗馬があるのかな、今、国体のほうで思って

いる、そういう意味ではなくてですか。すみませ

ん。 

  市の施設で今、サッカーとかソフトテニスとか

そういうところは市の施設で対応できると思うん

ですが、それ以外で民間のところを活用しなくち

ゃならないところも施設としてはある、種目によ

ってはありますので、そういうものに対して、今

後、競技の中でどういうものが必要かとかという、

整備も必要になってくる場合もあると思いますの

で、その辺は今後、協議していきたいというふう

に思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解しました。 

  最後になりますが、スポーツ推進基本計画にお

いても、きょうお伺いした具体的な施策に対しま

して目標値を設定して取り組んでいただき、その

全項目が達成できるよう努力していただきたいと

いうふうにお願いを申し上げまして、この項の質

問を終わります。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で昼食のため休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０５分 

 

再開 午後 零時５９分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、続けます。 

  ２、合併特例債について。 

  合併特例債は、合併後、新市建設計画に位置づ

ける事業を前提に合併から10年間の起債に交付税
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措置があり、新市の財源とすることができるもの

と理解しております。その後、２度の法改正を経

て、この特例債の期限がさらに10年延長となって

います。本市では、平成36年が期限になると思い

ます。 

  平成29年度予算で地方交付税及びその他の交付

金の合計が前年度比で13億4,400万円減となって

おり、今後も交付税や交付金の減少が懸念される

中、今後の財政計画にはこの合併特例債の取り扱

いが軸になると思うことから、以下の内容を伺い

ます。 

  ⑴合併特例債の対象となる事業の定義について

伺います。 

  ⑵これまで起債した合併特例事業を詳細に伺い

ます。 

  ⑶本市の起債限度額と今後７年間の起債可能額

を伺います。 

  ⑷今後のこの特例債の取り扱いの計画について

伺います。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員の質問

に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 相馬剛議員の合併特例債につ

いてのご質問に順次お答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の合併特例債の対象となる事業の定

義についてお答えをいたします。 

  合併特例債は、平成の大合併を推進するために

設けられた財政上の優遇措置の一つで、事業に要

する経費のうち95％の額を借り入れることができ

るとともに、元利償還金の70％の額が地方交付税

の算定に算入をされる非常に有利な地方債でござ

います。 

  対象となる事業は旧合併特例法に規定がござい

まして、新市建設計画に基づいて行う事業のうち、

一体性の確立、均衡ある発展、施設の統合に寄与

する事業で、特に必要性が認められるものとされ

ております。 

  次に、⑵のこれまで起債した合併特例債事業に

ついてお答えをいたします。 

  平成28年度までに施設整備事業の財源として発

行をした合併特例債は288億6,150万円で、主なも

のは、４款衛生費で那須塩原クリーンセンター整

備事業に約61億1,000万円、８款土木費で道路新

設改良事業に約57億2,000万円、西那須野地区ま

ちづくり交付金事業に約23億5,000万円、10款教

育費で小中学校耐震改修事業に約35億3,000万円、

体育施設整備事業に約12億2,000万円でございま

す。 

  次に、⑶の本市の起債限度額と今後７年間の起

債可能額についてお答えをいたします。 

  合併特例債の発行限度額は383億4,890万でござ

いまして、現時点で平成30年度から36年度までの

残り７年間の発行可能額は85億9,790万円でござ

います。 

  最後に、⑷の今後の合併特例債の取り扱いの計

画についてお答えをいたします。 

  地方債は後年度において返済が必要な借入金で

あることから、発行に当たっては整備する公共施

設が将来にわたって真に必要か、地方債残高が将

来世代に過度な負担とならない水準かを十分に精

査をする必要があると考えております。 

  その上で、合併特例債の取り扱いについては、

新庁舎整備事業などの大規模プロジェクトを踏ま

えつつ、計画的かつ有効に活用できるように、今

年度策定を予定しております中長期財政の見通し

の中で検討していく考えを持っております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、再質問に入
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りますが、⑴から⑷につきまして一括にて再質問

に行くところでございますが、まず基本的なとこ

ろをまずご質問させていただければと思うんです

が、先ほど元利償還金の70％が交付税の算定に算

入ということだろうと思いますが、この70％につ

いては起債した翌年に返済するということなのか、

それとも何年かかけて返済してもいいということ

なのか、基本的なところを伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 合併特例債起債をする際

に、やはり償還年というのが決められております

ので、例えば10年という形で起債を起こす場合に

は、翌年度から10年間の中で返済をするというよ

うなのが基本的なスタイルになっています。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、もう一つち

ょっと基本的なことでございますが、例えば、す

みません、先ほど出た陸上競技場の整備で例えば

５億円の事業費だったといたします。そうします

と、起債可能額がその95％で４億7,500万円、そ

して交付措置があるのがその70％で３億2,250万

円が確実に交付措置があると。そして自主財源と

しては１億6,750万円で５億円の事業が可能と、

そういったことの内容というふうに理解してよろ

しいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 制度設計上、今、議員が

おっしゃられるとおりでございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それと、もう１点。昨

年12月の補正予算に、小中学校のトイレ洋式化に

この特例債が財源となっておりましたが、これは

新市建設計画のうちのどのような要件に認められ

たというふうに理解すればよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 学校のトイレの洋式化等

に充当しているわけですが、先ほど市長の答弁に

もありましたように、この合併特例債の発行に当

たりましては３つの定義といいますか要件がござ

います。そういった中では、学校施設の整備とい

うものは全ての市民の方に反映されるということ

でございますので、私どもとしては均衡ある発展

という分類になろうかと思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、これまで起

債した額は288億円ということで、先ほど主に５

つの事業ということで、ほぼ10億円以上の事業だ

ったと思いますが、そのほかに５億円以上で起債

したものがあるのがわかりましたらお願いいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） ５億円以上ということで、

事業については単発の事業もありますが、総枠で

何々事業ということでくくっているものもござい

ますので、大変申しわけありませんが、５億円と

いう基準の中で個々の事業についての整理につい

てはちょっと時間がかかりますので、ご理解いた

だければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、先ほど新市

建設計画の中での、そうしましたら１つだけ伺い

ますが、一体性の確立という要件で起債している

内容についてわかりましたらお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 一体性の確立として我々
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が理解しているものとしましては、やはり道路整

備事業というものは、やはり３つの市町が集まっ

ていますので、そういったところを結ぶそういっ

たハード事業であるとか、また体育施設の整備に

つきましても、やはり均衡ある発展ともかぶりま

すけれども、やはり一体性の確立というような位

置づけで考えております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解しました。 

  そうしますと、これまでにも体育施設の整備事

業に起債している経緯があるということでござい

ますので、例えば先ほどお話が出ました陸上競技

場の整備に合併特例債が起債するということは可

能だというふうな理解でよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 議員おっしゃるとおり、

起債を充てることは可能と判断しております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、平成36年度

までに起債可能な額がおよそ86億円ということで

ございますが、先ほど出ました、例えばでござい

ますが、陸上競技場の整備に起債するとして、平

成36年までに完成すれば起債が可能なのか、それ

とも着工すれば起債が可能なのか、その判断の基

準というのはお伺いできればと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 充当事業については、基

本的には完成という形で充当すべきと思いますが、

事業の中には繰り越しというのも認められており

ますので、場合によっては翌年度までの繰り越し

も可能かと思います。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） そうしますと、地方債

は後年度においての返済ということになるわけで

すが、先ほど10年なら10年というふうなこともあ

り得るということでございますが、起債した70％

は次年度に国から交付されることもあるというふ

うに理解いたしますが、残りの30％でございます

が、これは自主財源での返済ということになると

いう理解でよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 議員おっしゃるとおり、

基本的には自主財源、一般財源で充当するケース

がありますので、そちらについてはやはり一般財

源で返済していくというのがルールとなっており

ます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、例えばです

が、先ほど言いました５億円の事業で、自主財源

で返済する分というのが１億4,250万円になると、

５億円の事業だとそういうふうな計算になります

が、これについての、自主財源で返済する分につ

いての償還年数は大体何年ぐらいというふうに考

えればよろしいんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 起債を起こす際には、交

付税措置のある70％も含め10年なら10年で設定す

るということになれば、やはり一般財源で返還す

るのも同じ期間ということで考えております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解いたしました。 

  それでは、先ほどこの合併特例債については中

長期財政計画の中で今後、検討していくというよ

うなご答弁だったと思いますが、今年度策定予定

というふうに伺っていましたが、中長期財政計画

とは今後何年後までの財政計画として見通しを立
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てる予定なんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 中長期財政の見通しにつ

きましては、基本的には10年間というスパンの中

で考えておりますが、必要に応じて見直しをかけ

ながら、一般的には５年程度で修正をかけられれ

ばというふうに思っています。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 先ほど言いましたよう

に、合併特例債については現時点では今後７年間

が期限というふうな、７年後が期限というふうな

ことになろうかと思いますが、現時点でその中長

期財政計画のポイントとなるのはどういったこと

か、もし何かありましたらお伺いできればと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 中長期財政の見通しにつ

きましては、やはり歳入歳出それぞれこれまでの

トレンドであるとか大規模な事業が予定されてい

るとか、または国の財政状況なんかにも大きく影

響してまいります、経済状況も影響してまいりま

すので、そういった総合的にやはり歳入歳出、人

件費であったり扶助費であったり、そういったも

のをしっかり見きわめながら積み上げて計画にま

とめていくというのが一番大きなポイントという

ふうには考えております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 合併特例債については、

財政上の優遇措置の一つで非常に有利な地方債で

あるということはよくわかりました。そして、利

用できる期限があと７年でございます。７年間の

財政計画に注目をすることといたしまして、この

項の質問を終わります。 

  ３、指定ごみ袋制度とごみ処理事業について。 

  平成21年から導入している那須塩原市指定ごみ

袋制度は、受益者負担の考え方に基づき、市民が

ごみ袋を購入し使用することによってごみ処理費

用の一部を負担していただく制度です。 

  この最大の目的はごみ減量化を図るものと理解

していますが、導入から７年が経過した現在でも、

指定ごみ袋の価格が高いという声が市政報告会や

いろいろな機会、また場面で市民から寄せられて

おります。 

  そこで、指定ごみ袋制度とごみ処理事業の現状

と課題、そして今後の展望を、以下の点について

伺います。 

  ⑴指定ごみ袋制度の制度設計を伺います。 

  ⑵本市のごみ処理事業の現状と課題を伺います。 

  ⑶平成29年度予算の歳入で、家庭系ごみ袋処理

手数料のうち、ごみ減量化対策事業費充当分と歳

出のごみ減量化対策事業費が同額となっています

が、その歳出項目について合理性を伺います。 

  ⑷栃木県内で同制度を導入している自治体と比

較して、本市の住民負担率はどうか、伺います。 

  ⑸今後、本市のごみ減量化対策費の受益者負担

は、どの程度減量化が進めばなくなる予定か伺い

ます。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員の質問

に対し、答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） それでは、３の指定

ごみ袋制度とごみ処理事業について、順次お答え

をいたします。 

  初めに、⑴の指定ごみ袋制度の制度設計につい

てお答えを申し上げます。 

  本市では、平成21年度に指定ごみ袋制度を導入

致しました。その目的といたしましては、ごみ処



－61－ 

理費用の負担の公平化、それからごみ減量、資源

化への意識づけを図ることであります。 

  本市の指定ごみ袋の価格は、可燃ごみで袋１枚

当たり45ℓが50円。30ℓが30円、20ℓが20円、不燃

ごみで30ℓが30円、20ℓが20円、10ℓが10円として

おります。 

  指定ごみ袋による収入につきましては、目的の

主旨から、ごみ減量化対策事業費、不法投棄巡回

監視事業費、那須塩原クリーンセンター管理運営

費及び指定ごみ袋の製造・管理費に充当すること

としております。 

  次に、⑵の本市のごみ処理事業の現状と課題に

ついてお答えをいたします。 

  初めに、現状についてでありますが、平成28年

度の状況について申し上げますと、ごみ処理に係

る経費といたしましては全体で10億7,000万円と

なっており、主なものといたしましては、那須塩

原クリーンセンター管理運営費約７億5,400万円、

ごみ減量化対策事業費約2,700万円、ごみ袋製

造・管理費約7,900万円などとなっております。 

  ごみ処理手数料歳入は約３億5,000万円となっ

ており、そのうち指定ごみ袋によるものが約１億

8,800万円となっております。 

  また、ごみ排出量につきましては、平成21年度

の制度導入により、平成20年度と比べますと、ご

み総排出量が約15％、家庭系可燃ごみについては

約25％減量をいたしました。 

  昨年、平成28年度は、平成21年度に比べまして、

ごみ総排出量では約１％、家庭系可燃ごみでは約

８％それぞれ増加をしております。 

  次に、課題についてですが、制度導入当時に比

べ家庭系可燃ごみが増加していること、また各事

業所から排出される事業系ごみが全国、県と比較

しても多い状況にあることなどを課題として捉え

ております。今後、引き続き減量化に向けた取り

組みを進めていかなければならないと考えておる

ところでございます。 

  次に、⑶の平成29年度予算の歳入で、家庭系ご

み処理手数料のうち、ごみ減量化対策事業費充当

分と歳出のごみ減量化対策事業費が同額となって

いるが、その歳出項目についての合理性について

お答えを申し上げます。 

  平成29年度の家庭系ごみ処理手数料の歳入見込

みとして約１億8,000万円のうち約2,800万円をご

み減量化対策事業費に充当することとしておりま

す。 

  ごみ減量化対策事業費は、主にごみ減量推進員

の報酬、ごみ出しカレンダーなどの印刷、集団資

源回収の交付金など全てごみの減量化や資源化に

つながる事業であり、合理性はあるものと考えて

おります。 

  次に、⑷の栃木県内で同制度を導入している自

治体と比較して、本市の住民負担率はどうかにつ

いてお答えをいたします。 

  栃木県内においてごみ処理手数料を徴している

自治体は、県内25市町のうち13市町でありまして、

そのうち６市町が本市と同額となっております。

また、手数料は徴せず、指定ごみ袋の製造・管理

費用のみを徴収している市町は４市町となってお

ります。 

  本市のごみ処理費用に係る住民負担率につきま

しては約20％となっておりまして、本市と同額の

手数料を徴している７市町中、３番目に高い負担

率となっておるところでございます。 

  最後に、⑸の今後の本市のごみ減量化対策費の

受益者負担は、どの程度減量化が進めばなくなる

予定かについてお答えを申し上げます。 

  ⑴でも申し上げましたとおり、指定ごみ袋制度

を導入した目的の１つがごみ処理費用の負担の公

平化を図ることでありまして、手数料の徴収につ
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いては、公平性の確保の観点から継続すべきもの

と考えております。 

  ただし、導入のもう一つの目的がごみの減量、

資源化への意識づけであることから、ごみの減量

化や分別の意識が十分に浸透し、ごみ排出量の各

年度の実績が一般廃棄物処理基本計画で定める目

標を達成した場合には、指定ごみ袋の価格につい

て今後、検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） すみません、この項に

ついても⑴から⑸一括にての再質問ということで

お願いをいたします。 

  まず、ごみ減量化に係る全体経費が約10億

7,000万のうち、クリーンセンター経費、それか

らごみ袋を作成する費用等が必要で、それについ

て受益者負担とするというところは理解ができま

す。ここでは、ごみ減量対策費、今年度の予算で

2,748万5,000円について詳しくお伺いをいたしま

す。 

  廃棄物審議委員会委員や推進員の報酬、一斉美

化運動の消耗品、車両１台、燃料代、一般廃棄物

処理基本計画改定に係る費用、それから集団資源

回収の交付金、自動車重量税までこのごみ袋代に

入っているというのは、若干違和感があるという

ところでございます。 

  そこで、まず廃棄物審議委員会委員や推進員

は、本市の場合、何名おられるのかお伺いいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） お尋ねの審議会につ

きましては、一応20名の委員でお願いしておると

ころでございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） この推進員もこの20名

が兼ねているということでよろしいんでしょう

か。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） ごみ減量推進員は、

それぞれの地区にそれぞれ委嘱をお願いしており

ますので、この推進員さんとは別に20名の委員さ

んにお願いしているところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 続きまして、市民一斉

美化運動消耗品というのは、これはどういうもの

なんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 市民一斉美化運動に

つきましては、毎年春と秋と２回、自治会と市の

合同ということで開催しております。 

  この費用としては、やはり長期のボランティア

袋であるとか、あるいはビニールのごみ袋、これ

を各自治会に配布して、一定の場所に集めてもら

って市がそれを回収するというところでありまし

て、かかわる費用につきましては、消耗品として

は主にごみ袋等、費用としては収集委託業者さん

にそれぞれ特別に頼んでおりますので、その辺の

委託費も主な費用として上げられるところでござ

います。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 続きまして、一般廃棄

物処理計画改定にどのような費用が必要なんでし

ょうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 一般廃棄物処理基本

計画の改定費用の内訳でございますが、この計画
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については、ごみの減量化をどう進めたらいいか

という施策を決めた計画でありますけれども、費

用としましては、先ほど申し上げました廃棄物減

量等推進審議会の委員さんが20名いらっしゃいま

すけれども、29年度は４回ほど会議を予定してお

りまして、その報酬として59万ほど計上しており

まして、それが主な費用かなというふうに思って

おります。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） それでは、今の報酬と

先ほどの非常勤特別職員の報酬というのは、別に

お支払いするということでよろしいんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） すみません。報酬と

しては非常勤特別職として１回7,400円ほどお支

払いしておりますので、これ掛ける20人掛ける４

回ということで59万2,000円ということが計画策

定に係る報酬としての費用でございます。それ以

外に、委託料、市が計画策定する上でデータの整

理であるとか分析を支援していただくという業務

委託費を別個に委託料として計上はしているとこ

ろでございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） ごみ袋代に入っている

ということなんだろうと思いますが、続きまして、

集団資源回収のこれは交付金でございますが、ど

ういう団体に、団体なのかどうなのか、どこに交

付されるのでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） お尋ねの集団資源回

収団体でございますが、平成28年度末で現在、全

部で117団体ほど登録をしていただいております。

内訳としましては、自治会を初めスポーツ少年団、

育成会、子ども会等々が主な団体となっていると

ころでございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 私どももスポーツ少年

団で廃品回収をしたときに頂いておりますが、こ

こから来ているというふうには思っておりません

でした。 

  続きまして、県内で１袋50円というのは、これ

は一番高い設定という理解でよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 先ほど申し上げたと

おり、県内で実施している団体のうち一番高い費

用となっているのは間違いないです。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） もう１点、本市の住民

負担率が20％で３番目に高いというふうに先ほど

ご答弁いただきましたが、一番高い自治体の、１

位の自治体の負担率は何％かわかりましたらお願

いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 27％というふうに伺

っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） わかりました。 

  続きまして、備品購入費で車両、160万円の車

を買うということになっておりますが、この車両

の内容と、それからその車両の必要性を伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） この車関係の予算で

ありますが、これは担当の環境対策課専用の軽自

動車でございまして、耐用年数が来たということ

で29年度買いかえというか備品購入として計上さ
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せていただいたところであります。 

  使い道というか、どんなような形で使っている

かというところなんですが、まず一番多いのは、

ごみステーションに出されるごみが、例えば決ま

った日に出されていないとか結構ほかの日に出す

ものが入ってきたとかいろんなのが混じっている

とかいろんな苦情が通報で来ます。そのたびに現

地に出向いて、そのステーションに出向いて状況

等確認というんですか、それに出向くのに主に一

番多く使われているところでございます。 

  そのほかといたしましては、例えば巻狩まつり

などのイベントに環境対策課のほうでごみ減量の

ブースを設けて、ほとんどのイベントに出向いて

行ってごみ減量化、資源化のＰＲをしております。

そこの資材を運んだり、そのたびに使用するのが

まさにこの車でございます。 

  それから、もう一つ、最後に１つつけ加えさせ

ていただきますと、減量化を進めるに当たって、

各地区公民館等に出前講座をやっておりまして、

当然それに職員が出向くのもこの車を使うという、

そういう使途でございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 昨年、車両管理のシス

テムにつきましては質問させていただきましたが、

いわゆる集中管理とそれから個別の管理というこ

とでございますが、やはりごみ減量対策するため

にどうしてもこの車両１台必要だというふうなこ

とで理解すればよろしいんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） はい、おっしゃると

おり、まさにリアルタイムで苦情等がございます

ので、間髪入れずに現地に赴くためには専用の車

両が必要だというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解いたしました。 

  本市のごみ処理事業については、県内で一番高

いごみ袋を販売して、住民負担率も県内で第３位

の高さであると。市民が購入するごみ袋に車１台、

それから廃品回収をした団体への交付金等も含ま

れているというところでございますが、現時点で

はなかなか市民に胸を張って説明ができるのはち

ょっと難しいところかなというふうな印象を受け

ておりますが、そこで、一般廃棄物処理計画では、

市民１人当たり１日排出量が平成23年で1,025ｇ、

市民１人当たり１日です。平成28年が977ｇ、平

成33年度でこれが928ｇが目標というふうになっ

ております。 

  この平成28年度と平成33年度の差は50ｇでござ

います。恐らくほぼ50ｇでございますが、これは

卵１個分の重さになると思います。市民１人が毎

日50ｇごみの削減をすれば、このごみ減量対策費

の負担分、およそ５円になろうかと思いますが、

それがごみ袋が安くなるというようなことはない

のでしょうか。10枚で今現在500円で売っており

ますが、それが10枚で450円になるという可能性

はないのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 今、議員おっしゃる

ように、基本計画の中で目標値を定めて、これに

向かっていろんな減量化、資源化対策事業をやっ

ているわけですが、今おっしゃるように市民１人

１日当たりのごみ排出量を50ｇというところであ

りました。これを市全体の年間直しますと、大体

2,150ｔほどの減量をなし遂げればというところ

なんですが、ただ、今現在、微増というかふえて

いる状況でありまして、なかなか現状維持プラス

その50ｇ、2,150ｔを減少していくというのがな

かなか難しい状況ではあります。 
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  ただ、あくまでも目標値として定めたところで

ありますので、これに向かって施策を一生懸命や

っていくというのも間違いないんですが、ただ今

のところ、ちょっとすぐ市民１人１日当たり50ｇ

というところが果たして現実可能な数字なのかど

うか、ちょっと厳しいところもありますので、そ

の辺の現実、目標値の見直しというのをこの基本

計画の今、見直し改定事業を進めておるところで

ございます。 

  この基本計画については、議員おっしゃるよう

に平成25年度から33年度までの９カ年の計画でご

ざいますが、途中、中間年度に見直しをするとい

うことになっていまして、今まさに29年度、その

目標値が妥当なのかどうかというのも含めて検討

している最中でありまして、方向的にはちょっと

その50ｇ、最終的に議員おっしゃるような33年度

の目標、市民１人１日当たり928ｇというところ

がちょっと難しいのかなと。もうちょっと緩和と

いいますか上に上げるような今、審議会のほうで

議論していただいているところでございます。 

  いずれにしても、目標達成可能な目標値という

ところをちょっと今、審議していただいていると

ころでございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 目標値が非常に達成す

るのが難しいというところでございますが、そう

すると、現実にわかるのかどうかなんですが、平

成28年度に目標が977ｇと先ほど私申し上げたと

思うんですが、これに対しては結果は出ておりま

すか。出ていましたら。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） ただいまの実績値で

ありますが、977ｇに対して28年度の実績値が

1,002ｇでございます。なので、実質25ｇほどオ

ーバーしているような実績でございます。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） 了解しました。 

  そうしますと、今後のその一般廃棄物処理基本

計画の改定によって、もしかしたらその目標値を

上げる可能性があるということなんだろうと思い

ますが、その改定の費用もごみ袋に含まれている

ということなんだろうというふうに思います。 

  なかなかごみ削減ということが現状としては目

標どおり行っていないというのが現状かなという

ふうに思いますが、時間がありませんのでちょっ

と。 

  先日、通学路の整備ということで道路自体をち

ょっと整備してほしいということで道路課のほう

にお願いをしたところでございますが、入るとき

の機械が、トラック等なんだろうと思うんですが、

それが入れないために両サイド、隣地の生け垣を

切らせてくださいと。当然、快く切っていいです

よというふうなことで了解をいただいたわけでご

ざいますが、その切った枝、それから当然その葉

っぱですとかそういったものは市では処理できな

いので、その切った生け垣の持ち主の敷地内に全

部おいていきますよということであったわけでご

ざいますが、例えばそういった生け垣の、植木の

剪定ですとか生け垣ですとか、秋になって落ち葉

を集めて、それを全部ピンクの指定ごみ袋に入れ

てごみステーションに出すというとやっぱりどう

しても、今、宅地内で、敷地内で燃やすというこ

とができませんので、全部ごみ袋に入れて出すと

いうことになってしまうわけでございますけれど

も、例えばどうしてもその指定ごみ袋の50円とい

うのが下げられないということであれば、そうい

った自然発生的に出てしまうごみについては、何

とかごみ袋の色を変えて、そういう草取りをした

草であるとか剪定した枝、葉っぱであるとかそう
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いったものについては、例えば45ℓで20円ぐらい

の袋を製造していただくわけにはいかないのでし

ょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） まず、一番初めの通

学路の整備で出た枝とかという話ですけれども、

それはつまり道路整備とか公で使っていたごみに

ついてはボランティア袋制度というのがありまし

て、公園なんかの清掃もそうなんですけれども、

その専用の袋に入れて、無料で推進員さんの市か

らお配りしている袋なんですけれども、そこに入

れてごみステーションに出していただければ無料

で回収するという制度がまず１つございます。 

  それから、剪定枝につきましては、太い枝の部

分については50㎝以下にそろえていただいて、ひ

もで縛ってステーションに出していただければ無

料で、お金がかからないで回収するという制度が

ございます。 

  そのほかの例えば草とか葉っぱとかは、やはり

自然発生的なものとおっしゃいましたけれども、

やはりしかしながら個人のところで出たごみなも

のですから、やはりその草とかについては、やは

り指定のピンクのごみ袋で出していただきたいと

いうふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 10番、相馬剛議員。 

○１０番（相馬 剛議員） わかりました。 

  本市のごみ袋は高いという認識は私もございま

すが、那須塩原市民である誇りを持って購入して

いただきたいと言えるような、市民にそういった

説明ができるような、すみません、ごみ処理事業

にしていただきたいというふうに思います。 

  以上で、私の一般質問は終わります。 

○議長（君島一郎議員） 以上で、10番、相馬剛議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 山 形 紀 弘 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、１番、山形紀弘議

員。 

○１番（山形紀弘議員） 議席番号１番、那須塩原

クラブ、山形紀弘です。通告書に従い、市政一般

質問を行います。５月１日から市議会議員となり

まして、初めての一般質問です。お聞き苦しい点

があるかと思いますが、どうぞ最後までどうぞよ

ろしくお願いします。 

  それでは、質問事項に移らせていただきます。 

  １、統合された消防団の今後の運営方法や活動

内容等について。 

  平成29年４月１日に、黒磯、西那須野、塩原の

３つの消防団が統合されて那須塩原市消防団が結

団されました。本市に安心・安全を守ってくれる

頼もしい組織が誕生いたしました。大きな組織に

なったことにより、機能させるためにも今後の運

営方法、活動内容等が非常に重要になり、それに

よって大きく変わってくることから、以下の点に

ついてお伺いします。 

  ⑴統合された現在の消防団員数と組織構成をお

伺いいたします。 

  ⑵今年度の新入団員数とこれまでの推移をお伺

いします。 

  ⑶３つの地区で行われていた操法競技大会、通

常点検は、今後どのような形で行われるかお伺い

いたします。 

  ⑷消火活動が迅速に対応できるように、消火栓

マップを作成する考えがあるのかお伺いいたしま

す。 

  ⑸団員不足を解消するために、消防団ＯＢや地

域の方々によるシニア消防団を設立する考えがあ
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るのかお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 山形紀弘議員の質問にお答え

を申し上げます。 

  まず、１の統合された消防団の今後の運営方法

や活動内容等について、順次お答えを申し上げま

す。 

  初めに、⑴の統合された現在の消防団員数と組

織構成についてお答えをいたします。 

  統合した平成29年４月１日現在の団員数は

1,245人であります。また、組織の構成につきま

しては、団長と２名の副団長による団本部のもと

に、黒磯、西那須野、塩原の３つの支団を置く支

団制を採用しております。各支団には支団長と副

支団長を置き、その下には統合前と同様に12の分

団及び73の部を設置しております。 

  次に、⑵の今年度の新入団員とこれまでの推移

についてお答えをいたします。 

  今年度の新入団員は49人であります。ここ５年

間の新入団員数の推移を見ますと、平成25年度が

72人、平成26年度が50人、平成27年度が71人、平

成28年度が57人となっており、ほぼ横ばい傾向で

推移をしている状況にございます。 

  次に、⑶の３つの地区で行われていた操法競技

会、通常点検は、今後どのような形で行われるか

についてお答えをいたします。 

  操法競技会につきましては、今年度は支団ごと

に実施することとしており、来年度以降の実施方

法については今後、幹部会議において検討をして

まいります。 

  また、通常点検につきましては、今年度から１

会場に全支団集結して実施することとし、黒磯運

動場を会場に、11月の第３日曜日に実施をする予

定であります。 

  次に、⑷の消防活動に迅速に対応できるよう、

消火栓マップを作成する考えはあるのかについて

お答えをいたします。 

  消火栓を含めた消防水利マップにつきましては、

現在のところ、支団によって作成、配布の状況に

ばらつきがございます。今後、他の事例を参考に

しながら、迅速な消火活動に役立つマップの作成

について検討してまいりたいと考えております。 

  最後に、⑸の団員不足を解消するために、消防

団ＯＢや地域の方々によるシニア消防団を設立す

る考えはあるかについてお答えをいたします。 

  本市では、消防団ＯＢによる昼間の消火活動、

大規模災害時の災害防御、警戒活動等に職務を限

定した機能別消防団員制度を設けており、当面は

この制度を運用してまいりたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 関連性がありますので、

⑴から⑸まで一括して再質問いたします。 

  先ほど答弁いただきました1,245名の消防団員

数ということですが、大体の平均年齢を教えてい

ただけますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 29年の消防団員の平均年

齢でございますが、36.2歳となっております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 今現在、私も消防団員で

ございますが、どの地区でも消防団員が不足して

いるところでございます。一度部長を経験した者

が、また一番下に戻ってまた団員から始めるとい

うふうな状況で、そういうふうなところでも平均

年齢がやや高いのかなというふうに思っておりま
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す。 

  次に、組織構成の中で、現在、女性消防団があ

りますが、現在どのようになっているか、今後ど

のように女性消防団になるかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 女性消防団につきまして

は、合併前の平成13年に西那須野消防団で採用を

開始したというのが本市の女性消防団のスタート

でございます。合併後では、平成20年度に13名の

女性消防団員がおりましたが、そこをピークに減

少傾向となっておりまして、今年度は２名という

ようなことで把握をしております。 

  いずれにしましても、女性の立場でいろいろな

形で消防活動に寄与いただければというふうに思

っておりますので、今後、女性消防団員の採用に

つきましても検討はしていきたいというふうに考

えております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 今現在、少ないというこ

とですが、女性の方々も力が必ず必要となってき

ますので、この統合を機会にさらなる支援、女性

消防団の方々を支援していただけるようお願いし

ます。 

  続きまして、⑵今年度の新入団員数が49名とい

うことでございますが、この49名の方々の入団し

た動機、きっかけはどのようなことかお伺いいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） どの消防団員の方も同じ

だと思うんですが、やはり自分が育って生活をし

ている地域、その中のいわゆる消火活動であった

りいろんな意味で防災活動、そういったものに貢

献をしたいというような思いが一番強いのかなと

いうふうには思っております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 私も、この地域の方々に

恩返しをしたいということで地元の消防団に入っ

たいきさつがあります。新入団員、年々少なくな

っておりますので、私が考えます消防団員応援制

度ということで、地域の安心・安全を守ってくれ

る消防団を地域ぐるみで応援するため、飲食店、

温泉、幅広いジャンルで店舗や事業所のご協力に

よって、消防団員に対して割引をする優遇サービ

ス、そういったものを考えていただきたいと思う

んですが、どのようにお考えかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 消防団員の優遇制度とい

うことで、県内でも幾つかの市町で消防団サポー

ト事業というものを行っております。特に市内の

協力店を募りまして、ただいま議員おっしゃられ

たとおり、例えば飲食する際に割引制度があると

か、そういった何というんですか、プラスの効果

を持つことで団員の方々の経済的な負担を抑える

とか、またこのサポート制度の狙いとしては、そ

ういった団員の方の活動の支えになる部分も含ま

れておりますが、実際にはその協力店の方々のい

わゆるイメージアップにもつながる、経済的な効

果も発揮できると、いろいろな狙いのもとに各市

町でこの事業を行っているかと思いますが、こう

いった制度を導入することで、やはり本市の地域

の防災力の向上につながればというふうに考えて

おります。 

  今後、具体的に、やはり協力いただける方々が

まず理解をいただくというのが前提になりますの

で、そういったところも含めて検討はしていきた

いというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 
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○１番（山形紀弘議員） この制度によって、地域

の消防団活動の理解や新入団員が新たに獲得でき

るいい制度だと思いますので、ぜひ前向きに検討

していただいて、どうにか実現していただきたい

と思います。 

  続きまして、⑶の３つの地区で行われている通

常点検がことしは１カ所ということで、その件に

ついては了解いたしました。 

  今月６月18日に塩原、25日に黒磯、次に西那須

野、３つの地区での操法競技大会ですが、来年度

あたりは１つの地区にして盛大に行われるように

期待しております。規模は違いますが、大田原市

では合併後は１カ所で行われていて、開催場所と

か競技方法とか大変ではありますが、この統合を

機会に各地区の消防団のきずなを深めるためにも

ぜひよろしくお願いしたいと思っていますが、そ

の辺はどうお考えかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 操法競技会について今、

議員がご説明いただきましたように、今年度につ

いては大体３週間にわたって旧地区ごとに実施と

いうことなんですが、実際に競技の種類なんかを

見てみますと、例えば自動車ポンプの部だけでい

いますと、３地区が１つに行う場合には41部が参

加する。あわせて小型ポンプの部を入れますと33

部、合計で74部ということで、非常に面積がまず

制約されてくるというような懸念がございます。 

  ただ、各団が一緒に、各部が一緒に行動すると

いうことで、やはりそれぞれの操法に対する刺激

があって、レベルを上げようとかそういう競い合

うという部分でも非常に効果が高いというふうに

思っております。 

  実際に実施をするに当たりましてでも、メリッ

ト、デメリットというものがありますので、その

辺、今年度いっぱい幹部を中心に検討を重ねた上

で、来年度１つになるかこれまでどおりになるか、

ちょっとその辺は検討させていただければという

ふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 41部と33部で74部という

ことで、非常に大所帯になって開催するには大変

困難でありますが、先ほども言いましたように、

この統合を機会に横のつながり、縦のつながりで

消防団がいざというときに、必ずそういったとき

には役に立つと思いますので、ぜひ前向きに検討

していただきたいと思っております。 

  ⑷消火活動が迅速に対応できるように、消火栓

マップの作成でございますが、ほかの事例という

ことがありますが、どのような事例があるかお伺

いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 市内の例を１つとります

と、西那須野地区につきましてはこれまでの、現

西那須野支団でございますが、１万分の１の地図

にそれぞれの消防水利の位置を落としておりまし

て、それを各部に配布しているとか、その都度整

備されるものは加除していく、そういったような

のが現にございます。 

  また、塩原支団につきましては、やはりちょっ

と大きめの図面にはなろうかと思うんですが、そ

ちらに塩原地区、箒根地区それぞれ消防水利をプ

ロットしておいて、各部のポンプ車の中に配備し

ているとか、もちろん加除をしていくというよう

な取り扱いで現在、各部が活動する際の参考とい

いますか活用事例ということで私どものほうで把

握しております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 消火栓マップですが、日
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中の火事は消火栓の位置がすごく、昼間ですから

わかりやすいんですが、夜の火事とかになります

とやっぱりなかなか見つけづらく、あれ、こんな

近いところにあったなんていうふうなことが過去

にも例に上がりましたので、消防車に配備してお

けばいざというときに必ず役に立つと思いますの

で、統一性能を持った見やすいマップを作成して

いただけるよう。 

  ちなみに、お隣の福島の会津若松市では、消火

栓マップをグーグルの地図のところに目印をつけ

てオープンデータということで活用している例が

ありますので、その辺も参考にしていただいて、

ぜひ迅速な対応で消火活動ができるように期待し

ております。 

  続きまして、２番。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時５６分 

 

再開 午後 ２時０６分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） それでは、再質問いたし

ます。 

  先ほど、シニア消防団の設立のところでござい

ますが、機能別消防団ということで、そちらのほ

うで対応するということですが、現在、機能別消

防団員数は何名いるかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 現在の機能別消防団員で

ございますが、58名となっております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 58名ということで、入団

するためには70歳、消防団ＯＢということになっ

ておりますが、その数で58名ということで、現在

その数で足りているのかどうかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 機能別消防団員の数で足

りているかということでございますが、そもそも

消防団員の定数からしますと、現在９割を切って

いる消防団員数でございます。やはり機能別消防

団員も含めまして、やはりもう少し多くの方に団

に加入していただくのがやはり防災力の向上には

つながるというふうには思っております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） もう少し人数が確保した

いということであれば、まだまだ地域の方々で元

気な方がいっぱいいますので、その方々にも協力

していただけるような入団の緩和みたいのは考え

ているのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） やはり元気な方がふえて

きているというのも現実でございます。昨年度ま

では機能別消防団への入団の基準としまして65歳

というような年齢制限をしておりましたが、今年

度からは70歳ということで、５歳ほど年齢を引き

上げさせていただいております。そういった小さ

いことかもしれませんが、少しでも入りやすいよ

うな配慮をしながら団員の数を確保していこうと

いうことで市のほうでも考えております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 消防団ＯＢということに

なりますとなかなか人数が足りないと思いますの

で、もうやりたいという方があちこちで聞こえる
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ときがありますので、ぜひそういう方々にも地域

の安心・安全を守る機能別消防団に参加していた

だけるよう、前向きに入団の規制緩和、そういう

ことを期待しております。 

  それでは、ここで１番の項を締めさせていただ

きます。 

  続きまして、２、今回の市議会議員選挙について。 

  ４月23日に那須塩原市議会議員選挙が行われま

した。18歳まで選挙権が引き下げられましたが、

今回の選挙は市民の皆様に一番身近な選挙であり、

とても関心がある大事な選挙だと私は考えており

ます。 

  市長が掲げる市民優先を基本とする「人がつな

がり 新しい力が湧きあがるまち 那須塩原」を

実現するためにも、市民の意思表示はとても重要

と考えることから、以下についてお伺いいたしま

す。 

  ⑴本市における市議会議員選挙の投票率、期日

前投票率、当日の投票率をお伺いいたします。 

  ⑵投票率を上げるためにどのような取り組みを

したのかお伺いいたします。 

  ⑶選挙に要した主だった費用についてお伺いい

たします。 

  ⑷投票への関心を高めてもらうために、未来の

有権者の小中高生を対象にどのような取り組みを

する考えがあるのかお伺いいたします。 

  ⑸今回の選挙を通して感じた課題とその対策に

ついてお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） それでは、

私から２の今回の市議会議員選挙についてのご質

問に順次お答えを申し上げます。 

  まず初めに、⑴の本市における市議会議員選挙

の投票率、期日前投票の投票率、選挙当日の投票

率についてお答えを申し上げます。 

  今回の市議会議員選挙の投票結果につきまして

は、当日の有権者数が９万5,647人、投票者数が

４万5,499人、そのうち期日前投票者数が１万

3,193人となり、全体の投票率は47.57％、期日前

投票の投票率は13.79％、当日の投票率は33.78％

という結果となりました。 

  次に、⑵の投票率を上げるためにどのような取

り組みをしたのかについてお答えを申し上げます。 

  主な取り組みとしましては、告示日前には広報

紙やホームページに投票日や期日前投票制度等の

啓発記事を掲載し、告示日には啓発チラシを新聞

折り込みにして周知を図りました。 

  また、選挙期間中においては、立て看板の掲示、

広報車の巡回、商業施設での街頭啓発を実施し、

投票日当日には行政情報のメール配信サービスと

なりますみるメールを使って投票の呼びかけを行

ったところでございます。 

  次に、⑶の選挙に要した主だった費用について

お答えを申し上げます。 

  主な費用としましては、選挙運動用自動車の費

用やポスター作成費など候補者の選挙運動費用の

一部を公費で負担する制度に係るものが約2,200

万円、市内285カ所に設置しましたポスター掲示

場の設置並びに撤去に係る費用が約1,700万円、

立会人や職員に係る人件費が1,500万円となって

おります。 

  なお、全体の決算見込み額としては約6,600万

円となります。平成25年４月の前回と比較します

と、560万円程度の増になるものと思われます。 

  次に、⑷の投票への関心を高めてもらうために、

未来の有権者の小中高生を対象にどのような取り

組みをする考えがあるかについてお答えを申し上
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げます。 

  小中高生の皆さんに政治や選挙に対する関心と

意識を高めてもらうための事業として、毎年、小

中高生を対象に明るい選挙啓発ポスターコンクー

ルを行っているほか、児童会、生徒会役員選挙の

際に、実際の選挙で使用している投票箱、記載台、

それから投票用紙自動交付機などの機材の貸し出

しを行っております。 

  また、昨年度は市内の学校に協力をいただきま

して模擬投票を行いました。出前講座や模擬投票

は投票への関心を高める有効な取り組みとして期

待できますので、今後も学校と連携を図りながら、

主権者教育の一環として力を入れて取り組んでま

いりたいと考えております。 

  最後に、⑸今回の選挙を通して感じた課題とそ

の対策についてお答えを申し上げます。 

  選挙の投票率につきましては全国的に低下傾向

にあり、本市におきましても同様の傾向を示して

いるところであります。 

  今回の市議会選挙につきましても、前回の

48.99％から1.42ポイントの減少となり、選挙の

たびに投票率が減少している状況は大変憂慮すべ

き事態であると考えております。 

  投票率向上のためには啓発活動の充実が重要で

ありますので、より効果が上がるよう内容を工夫

して実施してまいりたいと考えております。 

  また、特に投票率の低い若年層への啓発活動の

強化策については、先進事例なども研究し効果的

な啓発活動を模索しつつ、投票率の向上に努めて

まいりたいと考えております。 

  答弁は以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） ここから関連性がありま

すので、⑴から⑸まで一括して再質問いたします。 

  市議選における投票率は、今回、市議会議員の

選挙でございますが、平成17年度は66.05％、平

成21年度は59.01％、平成25年度は48.99％、今回

の選挙は47.57％、回を重ねるごとにどんどん悪

くなってくる現状ではあります。 

  今回、投票率が上がるだろうと言われていまし

たが、下がってしまった最大の要因は何かとお伺

いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） 投票率の

低下についての説明ということでご質問ございま

した。 

  投票率の低下の要因につきましては、一般的に

選挙の種類や選挙の争点、さらには候補者の数、

顔ぶれ、また当日の天候などさまざまな要因が複

雑に影響し合うものと言われております。投票率

低下の要因を一概に申し上げることは大変難しい

ところではありますが、強いて申し上げるならば、

若年層における投票率の低さが挙げられるものと

思います。 

  今回の市議会議員選挙の年齢別の投票率を見ま

すと、10歳代が23.96％、20歳代が23.50％となっ

ておりまして、他の年代に比べて極めて低い数字

を今回見たということでございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 若年層の投票率が非常に

低いということですね。 

  そういった方々に、もし次回、どういった形で

若年層に投票に来ていただけるようなことを考え

ているかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） 若年層へ

の投票行動へのＰＲということ、啓発ということ

でございますが、20代、30代といいますとスマホ
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世代というふうに言われるかと思いますが、近年、

インターネットの選挙運動等も法律上解禁になっ

ております。それらを使いまして広く選挙啓発を

行っていければという部分もありますが、今後、

そのようなインターネットを使った部分のアクセ

ス数がふえるか、またアクセスしてもらえるかな

ど含めて、効果的な啓発の取り組みについて、先

進事例等も参考にしながら研究してまいりたいと

思います。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） もうスマホ世代というこ

とで、フェイスブック、ＬＩＮＥ、ツイッター、

ブログともう私もわからないものがもう多々あり

ます。そういったものは、今の20代、30代の方々

はもう非常にこなすのが上手なので、そのツール

を利用すれば少しは選挙に興味を持っていただい

て、行っていただけるんじゃないかなということ

を考えております。 

  続きまして、期日前投票ということで、前回よ

りパーセンテージが上がっておりますが、期日前

投票の増設、そういったものはあるのかどうかお

伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） 期日前投

票所の増設というご質問でございますが、参考ま

でに申し上げますが、昨年度行われました参議院

議員選挙並びに栃木県知事選挙、これを見まして

も本市の期日前投票の投票者数は宇都宮市、栃木

市に次いで県内第３位の投票者数となっておりま

す。 

  このようなことからも、本市の期日前投票はか

なり利便性のあるものと認識しております。さら

なる利便性を図るために、有効な場所への期日前

投票の増設についても先進事例の研究を進めてい

るところでございます。今後も、投票率向上に向

け、引き続きこれらの研究検討を進めてまいりた

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 私の友人なんですが、期

日前投票に来たときに、お昼どきということで混

雑していて帰っちゃったということがあります。

大体もうそういう方はお昼時間を利用してくると

いうと11時から２時くらい、そういうときだけ期

日前投票の場所、スタッフを増員して待たせない

でスムーズな期日前投票ができるような仕組みも

次回から考えていただきたいと思います。 

  また、あと選挙において公民館、学校等に行っ

て投票するわけでございますが、いま一つ雰囲気

がちょっと暗いというふうな話で、投票しにくい

ということで、お祭りじゃないのでそういうよう

なものはもう厳格なところでやるわけなんで、ち

ょっとそういうふうな雰囲気がよくないというふ

うなことも聞きますので、その辺、何かいい方法

はないかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） 投票所の

雰囲気ということでのご質問でございます。 

  投票しやすい雰囲気づくりにつきましては、投

票率向上の観点からも大変有効なことであると考

えております。投票所を訪れた有権者を笑顔で和

やかに迎えるよう、さらに明るい雰囲気で投票で

きるような対応について関係者に理解と協力をお

願いしますとともに、引き続き投票しやすい雰囲

気づくりに心がけてまいりたいというふうに考え

ております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） そういった雰囲気で誰で

も来やすい環境をつくっていただいて、投票所に
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足を運んで投票率アップになればありがたいなと

思っています。 

  続きまして、先ほどの経費のほう、費用。ポス

ターの掲示板が285カ所ということですが、ポス

ターの掲示板を見て投票するという人はなかなか

いないと思うんです。こんなところにまさかとい

うところが結構ポスター掲示板がありました。そ

ういったポスター掲示板を減らして、その分違う

費用に充ててみてはいかがかなと思いますが、公

職選挙法とかいろいろな縛りの中でポスター掲示

板の枚数も決まっていると思いますが、その辺ど

うなのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） ポスター

掲示場の件でのご質問ですが、ポスター掲示場の

設置数、これにつきましては公職選挙法並びに同

施行令に定められております基準によって、投票

区の選挙人名簿登録者数並びに当該区域の面積等

によりその数が定められております。また、特別

の事情がある場合にはその総数を減らすことがで

きる、そういうことにもなっております。 

  本市の場合、基準では337カ所となりますけれ

ども、山林等で投票区の面積が広いところ、さら

には住宅地が限られた地域にまとまっているとこ

ろなど、それぞれの投票区における人口密度、地

形、交通事情なども考慮して選挙管理委員会に諮

りまして設置数を減らしている状況にございます。

現在の設置数は、先ほども申し上げましたが285

カ所、法令による基準から52カ所減らしていると

いう状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 285カ所ということで、

ここからどれぐらい数は減らせるのかな、これが

最大なのかな、その辺をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） 285カ所

ということでご説明申し上げましたが、先ほど申

し上げましたように52カ所減らしているというこ

とで、これにつきましては県の選挙並びに国の選

挙も285カ所ということで進めてきておりますの

で、この場で減らせるとかというところはちょっ

とご勘弁していただきたいと思いますが、状況に

合わせて、情勢の変化、それから有権者の推移等

さまざまな要因で減らすことは可能であるという

ことでございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 余り減らすと選挙をやっ

ているという雰囲気もなくなりますので、このあ

たりがぎりぎりかなと思います。 

  また、政見放送的に今もう、先ほども言いまし

たがスマホ世代で候補者のそういった素顔とか政

策とかいうふうなものをユーチューブとかそうい

ったものを使って、そちらに経費をかけて候補者

の方々の生の声を聞くような、そういう動画の配

信みたいのはできないのか、その辺お伺いいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） ネット動

画の配信につきましてのご質問でございますが、

ご承知のとおり政見放送等につきましては国政選

挙、それから都道府県知事選挙、これらに限りま

して公職選挙法に基づき行えている状況にござい

ます。 

  また、先ほども申し上げましたが、インターネ

ット活用による選挙運動も法改正によりまして解

禁されておるという状況でございますが、現状で

は市長選挙や市議会議員選挙のように地方選挙に
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おきましては、ご質問にありましたようなインタ

ーネット動画の配信、これを公的に行うというこ

とにつきましては現段階では大変難しいものと考

えております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 了解しました。 

  先ほど、市内学校で協力していただいた模擬投

票を行いました。その模擬投票をやった学校と、

そのやった後の感想をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） 出前講座、

模擬投票の実例といいますか実施結果ということ

でございますが、実施しました期日につきまして

は平成29年２月13日、昨年度ということになりま

すが、大山公民館を会場に行っております。 

  対象となりましたのが、那須特別支援学校の高

等部の皆様でございます。約30名ほどの受講をい

ただきました。講義並びに模擬投票ですから投票

を体験したということになります。 

  感想等が学校だよりにも一部紹介されておりま

したけれども、選挙の大切さや意識などを十分理

解できたと、大変いい経験をしたということでの

反響をいただいております。 

  今後、このような形のものは続けていくことに

よって、若年層の投票率アップにつながるものと

いうふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 模擬投票ということで、

なかなかできない貴重な経験だと思いますので、

各市内の小中学校、もっともっとＰＲしていただ

いて、子どもたちがお父さんしてきたよ、お母さ

んしてきたよ、模擬投票。そういうふうなことで

子どもからまた選挙に対する関心を深めていけれ

ば投票率アップにもなるんじゃないかなと思って

おります。 

  続きまして、ポスターコンクールということで

やっておりますが、今回、どういうふうな内容で、

どういうふうな形で行われたかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） ポスター

コンクールについてのお問い合わせでございます。

毎年行っているということでございますが、平成

29年度の実際、募集が始まっております。 

  この選挙啓発ポスターの作品募集につきまして

は、公益財団法人明るい選挙推進協会、それから

県の選管、市町村の選管も主催している内容でご

ざいます。県の教育委員会、市の教育委員会等が

後援をしている事業ということで、平成29年度で

第69回を迎えるということでございます。小中学

校、それから高等学校の生徒さんを対象に募集し

ているということでございます。 

  内容としましては、明るい選挙を呼びかけるこ

とを内容に自由に表現していただいているという

ことでございます。募集期間が５月８日から９月

８日までということになっております。 

  ちなみに、平成28年度実施しました那須塩原市

の状況について申し上げたいと思います。小学校

が14校出展をいただきました。作品数が79点。中

学校が４校から出展をいただきまして、作品数が

24点、高等学校については出展がございませんで

した。合計103点の出展をいただいたということ

でございます。 

  それで、昨年度、市のコンクール、第１次審査

ということで入選した作品を、このような形で４

月23日の選挙のポスターとして使わせていただい

た、そういう状況でございます。活用していると

いう状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 
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○１番（山形紀弘議員） 引き続きそのポスターコ

ンクール、なかなかいい絵ですので、もっともっ

とＰＲしてたくさんの方々に描いていただけるよ

うよろしくお願いします。 

  続きまして、投票所の再編ということで、投票

所が少なくなったということで、自治会の都合と

かにより投票所が実際住んでいる地域にあって遠

くなっちゃったという例が何個か私も耳にしたの

で、事前に、遠くなるような投票所でしたら事前

に選管とかに問い合わせをして変更届みたいのを

出せば少しは足を運んでいただけるんじゃないか

なということを考えておりますが、その点につい

てお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） 投票所の

変更ということでございますけれども、今回の市

議会選挙におきましては、ご承知のように市内44

カ所に投票所を設けたところでございます。選挙

管理委員会では、選挙の投票所とともに、その投

票所で投票を行う区域、投票区域も原則として行

政区域を単位として指定しておりますことから、

選挙人個々に指定された投票所の変更は大変難し

いという状況にあります。 

  加えて申し上げたいと思いますが、投票日当日、

都合で投票所に行けない方のために期日前投票と

いう制度がございます。この期日前投票を行う場

所、期日前の投票所ということになりますが、こ

の期日前投票所は選挙区の指定がない、いわゆる

共通の投票所として開設され、本市におきまして

は多くの有権者がこの期日前投票所を訪れて期日

前投票を行っているという状況にございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 了解しました。 

  今回、投票率を上げるために、広報紙、ホーム

ページ、啓発チラシ等の取り組みということで、

あとみるメールという配信を使ってＰＲをしたと

いうことですが、このみるメールの登録している

方々の登録者数ですか、何名ほどいらっしゃるの

かお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） 私からみ

るメールの登録者ということでお答えを申し上げ

たいと思います。 

  調べましたところ、ことし４月末現在ですけれ

ども、8,221人の方がみるメールの受信登録をし

ているということでございます。 

  なお、8,200名全員の方が行政情報全てを受信

する状態にあるかというと、提供いただく情報、

配信いただく情報につきましては、それぞれ登録

されたお一人お一人の選択ということになってお

ります。実数としては8,221名の登録が現在され

ているということでございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 8,221名ということで、

人口に対しての比率に換算すると１割弱というこ

とですから、その辺、みるメールというものがま

だまだ普及していないということが実情だと思い

ます。選挙のみならずいろんな情報がみるメール

で流れてくると思いますので、引き続きそのみる

メール登録していただけるよう、もちろんこれ選

挙のみならずいろんな情報が流れてきますので、

その辺、みるメールの普及も加えてアップしてい

ただけるように期待しております。 

  続きまして、投票率の低下、今回18歳というこ

とで投票者の年齢が下がったことも投票率が下が

ったんではないかなというふうに考えていますが、

その点どうお考えかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 
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  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） 昨年の参

議院議員選挙から18歳、19歳ということで選挙年

齢が下がりました。これにつきましては、若い世

代が政治に関心を持つ、行政に関心を持つという

ことで、それが国政なり県政なり市政なりに反映

するということの目的もありました。 

  実際に参議院議員選挙の投票率につきましては、

18歳、19歳とも40％とか30％の数字がございまし

たが、今回の市議会選挙につきましては、先ほど

申し上げましたように20％台ということになって

おります。繰り返しになりますが、この若年層の

投票率アップが全体の底上げにつながるというこ

とで、今後、高校での模擬投票等々を通して、ま

たポスターを通して日ごろからの啓発活動に工夫

をしながら実施していきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 投票率が下がってあれな

んですが、投票率が下がったということで非常に

残念な結果でございます。 

  あと、投票率の時間帯、いつも夕方近くになる

と投票率が悪くなってくるということで、以前に

比べて時間が長くなっておるんですが、６時以降

の投票率が非常に悪いということも多分、データ

からも多分出ていると思います。極端なことを言

うと、全般的にそういったもの切り上げて、そう

いうふうなものを切り上げてほかのものに費用を

かけて投票に行ってもらう、そういうふうな、６

時以降の時間の切り上げとかそういったものも含

めて、全体的なことも見直すようなことも検討し

てもらいたいと考えておりますが、その点につい

てはどのようにお考えかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） 選挙制度

の見直し、検討ということでございますが、投票

時間につきましては午前７時から午後８時までと

いうことで全国的には一部繰り上げているという

こともございますが、実際に法改正がありまして、

期日前の投票についても時間を延ばしてはどうか

という提案がございます。という中で、通常の投

票日の時間を短縮するというのには相当な勇気が

いるのではないかというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 非常に難しい時間帯だと

思います。 

  期日前投票も、時間を延ばしても来る方は来る

と思うんです。長くしたから投票率が上がるとい

う問題でもないと思います。ぜひその辺の、同じ

ことをしていれば同じような投票率しか望めませ

んので、次回の選挙では同じようなことにならな

いよう、いろんなさまざまな取り組みを考えて、

少しでも投票率を上げていただけるよう。 

  また、今回、投票率を上げるために具体的な数

字を掲げたのかどうか、その点をお伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） 投票作業

の目標ということでございますけれども、前回の

投票率が48.99ということで50％を割ってしまっ

たということで、今回の選挙につきましては、冒

頭から50％を超えるということを目標として掲げ、

それに向けた啓発活動を展開してまいったところ

でございます。 

  いずれにしても、少しでも前回を上回るような

形ということを選挙のたびに確認していると、申

し上げているということでございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 
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○１番（山形紀弘議員） 具体的な数字が今回、掲

げていなかったということで、次回からは50％で

あればゴーマル運動とか、60を目指すんでしたら

ロクマル運動とか具体的な数字を出して皆さんに

一致団結して取り組んでいただけるよう、そうい

うふうな数字設定、そういうふうなのも期待して、

次回の選挙にはぜひ投票率アップを目指して、こ

の項の質問を締めさせていただきます。 

  続きまして、３番、いなむら保育園とその周辺

の整備について。 

  平成30年度に新たにいなむら保育園が建設され

る予定であります。近隣には稲村公民館、稲村小

学校、黒磯北中学校があります。今後、保育園の

整備が進む中で、子どもたちが集まる施設とその

周辺についてさらなる利便性の向上が必要となる

ことから、以下の点についてお伺いいたします。 

  ⑴いなむら保育園の完成予定をお伺いいたしま

す。 

  ⑵保育園の定員数と入園希望者数を何名と見込

んでいるのかお伺いいたします。 

  ⑶市道松浦町稲村線の整備についてお伺いいた

します。 

  ⑷埼玉、若草町境の水路（佐野堀）のふたかけ

についてお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） ３のいなむら保育

園とその周辺の整備について、私のほうからは⑴

と⑵についてお答えいたします。 

  初めに、⑴のいなむら保育園の完成予定につい

てお答えいたします。 

  いなむら保育園につきましては、保育園整備計

画・後期計画改定版に基づき、民営化に向けての

準備を進めております。民営化に当たりましては、

園舎の老朽化に伴い、園舎の移転、新設を条件に

移管先事業者を募集したところです。現在、事業

者の選定を行っており、決定した後、事業者が保

育園を整備することとなります。今年度中に整備

に着手し、平成30年度中に整備完了、平成31年４

月１日に民設民営のいなむら保育園が開園する予

定となっております。 

  次に、⑵の保育園の定員数と入園希望者数の見

込みについてお答えいたします。 

  いなむら保育園の定員数につきましては、民営

移管後も現在と同じ120人の予定となっておりま

す。黒磯地区の待機児童の状況から、今後も現在

と同規模の保育の需要が見込まれると考えており

ます。 

  以上になります。 

○議長（君島一郎議員） 建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 私からは、３の⑶と⑷に

ついてお答えをいたします。 

  ⑶の市道松浦町稲村線の整備についてお答えい

たします。 

  この路線は、平成２年度に整備が計画され、平

成５年度に市道認定を行い、平成21年度までに市

道波立豊浦線から市道赤松団地豊浦線までの整備

が完了いたしております。 

  その後、一時中断しておりましたが、平成27年

度に地元要望もあり、平成28年度に説明会を実施

いたしまして、本年度から事業を再開いたしてお

ります。 

  再開箇所は、市道若松団地豊浦線から市道春日

町稲村線までの区間で、整備延長は540ｍ、計画

幅員10.0ｍ、うち片側2.5ｍの歩道を設置する計

画でございます。 

  現在、測量、設計、調査、用地交渉を進めてお

りまして、平成34年度末の完成を目指しておりま
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す。 

  次に、⑷の埼玉、若草町境の水路、佐野堀のふ

たかけについてお答えいたします。 

  この水路は、那須疏水の支線である農業用水路

でございます。平成27年４月に、通学路として使

用するためふたかけの要望書が地元自治会長、中

学校長、小学校長から提出されております。同年

８月に市と要望者によりまして現地調査を実施い

たしまして、水路の現状確認のほか、周辺の環境

状況、歩道の整備をした際の利用の可能性など総

合的な調査を行いました。 

  参加者全体の結論といたしまして、水路両脇が

山林であるため防犯上の問題が多く、通学路には

適さないので指定はできないということになりま

して、宅地開発などで周辺環境が整うまで実施を

見送ることとなりました。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） ⑴と⑵は関連性がありま

すので、一括して再質問させていただきます。 

  平成31年度４月１日に完成予定ということにな

っておりますが、園庭の広さ、建物の大きさ、ま

た駐車場とか具体的ないなむら保育園の概要につ

いてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 具体的な園庭の広

さ、建物、それから駐車場ということでございま

すが、事業者がこの後、近日中に決定する予定で

ございますので、その事業者と保護者の方、市の

ほうで話を進める中で具体的な着工面積とかそう

いうところは順次決めていくという形になってい

ますので、現段階で具体的に駐車場の台数だとか

そういう形ではお示しできない状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 近日中ということで、了

解しました。 

  あそこの道路、できるところは稲村公民館の隣

でございまして、あそこにハヤブサ十字路という

非常に危ないところもあります。その横にいなむ

ら保育園が建設される予定でありますので、ぜひ

見通しがよく駐車場も広く、園児たちが危なくな

いようなつくりにしていただいて、移ってよかっ

たというふうないなむら保育園に、ぜひ皆さんの

声を聞いて建設していただきたいと思っておりま

す。 

  また、定員数が120名ということになっており

ますが、もし120名以上超えた場合、そういった

方々の園児はどういうふうになるのかお伺いいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（藤田恵子） 園児数が120人で

現在と同じというところで、募集をかける際には

卒園する園児等々を鑑みて、ゼロ歳何人があきだ

ということで毎年募集をかけているところでござ

います。 

  現在も、黒磯地区につきましては待機児童が発

生をしているところでございますが、今までと同

じように、例えば第１希望をいなむら保育園にし

て、そこで入れなかったという方についてはほか

に入れるところ、第２希望、第３希望、そういう

もののところでご希望をかなえていただく等との

調整を行っておりますので、今までと同様の対応

はさせていただくということで考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） わかりました。 

  新しいということで人気があり、120名以上の

定員になるんじゃないのかなということでちょっ
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と心配はしておりますが、そういうふうに市のほ

うで対応していただければ非常に安心だと思いま

すので、よりよいいなむら保育園をつくって、ぜ

ひいい保育園をつくっていただきたいと思います。 

  続きまして、⑶と⑷について関連性があります

ので、一括して再質問させていただきます。 

  平成34年度完成ということで、あそこの地区は

稲村地区でも世帯数の多い若草町と稲村一区の行

政区をつなげる道路でありますので、非常に交通

量が多いと思います。それが開通した場合、信号

等、もしつけるかどうか、非常に危険な場所です

ので、そういったことも考えているのかどうかお

伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 私どもの計画交通量とい

たしまして、１日に両車線で2,500台ということ

で推計をしております。実際に整備に当たりまし

てどのような形になるかわかりませんが、十分そ

のような点を考慮して計画していきたいというふ

うに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） 早くできるように期待し

ております。 

  また、学校が多いと先ほども言いましたが、交

通量は非常に多いので、安心な通学路も併設して、

子どもたちに安心で通れる通学路も一緒に整備し

ていただけるようよろしくお願いします。 

  続きまして、⑷埼玉、若草町境の水路、佐野堀

のふたかけについてですが、今から、梅雨の時期

から８月の台風の時期にはその水路から水があふ

れ出して、実際、若草町、西新町、そちらのほう

まで水が流れてくるときもあります。そういうふ

うなふたかけを整備していただけるよう期待をし

ているんですが、どうしてもそういうふたかけに

ならないと水がとまりませんので、ぜひふたかけ

の整備を本当に考えていただきたいんですが、ど

のように考えているのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 水路のふたかけというこ

とでございますが、これは農業用水路ということ

でございまして、私どものほうで要望をいただき

ましたのは通学路の整備としてあの路線にふたか

けをしていただけないかということでございまし

た。 

  水路ということで、国有財産の譲与ということ

で那須塩原市の底地ということになってございま

すが、あの水路そのものの管理運営等は、これは

那須疏水土地改良区にお聞きしたところ、那須疏

水土地改良区の組合員である水利権者が管理運営

をするというような見解でございましたので、私

どもの通学路としてふたかけということではなく

て、農業用水路としてのふたかけというような考

えでやるしかないのかなと思っておりますけれど

も、とりあえず溢水が余りにもひどいということ

でございましたら、私どもでよく現場などを調査

させていただいて、いろいろ考えさせていただき

たいと思いますが、今のところ建設部関連でやる

というような考えは持ってございません。 

○議長（君島一郎議員） １番、山形紀弘議員。 

○１番（山形紀弘議員） ふたかけということで、

水路の上を通学路とするのはなかなか難しいとこ

ろでございます。非常にあそこの水路はあそこの

辺の近辺の子どもたちに非常に便利なところでご

ざいます。さきほどの３の市道松浦町稲村線の整

備も兼ねて、あの辺も一括してきれいにしていた

だければ非常によりよい通学路になって、快適な

通学路になるんじゃないかなと。 
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  また、一応、やっぱり山林が多くて、あの辺は

不審者情報とかそういったのとか防犯上よくない

ということもよくわかっております。ぜひその辺

も整備していただいて、非常にあの若草町は人口

が多いので、その辺もぜひ考慮していただいて整

備していただきたいと思っております。 

  最後になりますが、初めての一般質問でなかな

かうまく一般質問ができることができませんでし

たが、これからも市民の皆様の声を大切にして、

市政に届けて、「人がつながり 新しい力が湧き

あがるまち 那須塩原市」の実現に向けて議員と

しても頑張ってまいりますので、引き続きよろし

くお願い申し上げまして、私の市政一般質問を終

了いたします。ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で、１番、山形紀弘

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで、10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５２分 

 

再開 午後 ３時０２分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 森 本 彰 伸 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、６番、森本彰伸議

員。 

○６番（森本彰伸議員） こんにちは。 

  議席番号６番、那須塩原クラブ、森本彰伸です。

通告書に従い、市政一般質問をさせていただきま

す。 

  １、市民活動支援センターの設置運営について。 

  本市の協働のまちづくり行動計画プロセス２の

中で、市民活動支援センターの設置運営とあり、

市民活動団体が自由に会合や作業に利用できる場

として、また市民活動に関する情報収集、提供や

相談業務、学習機会の提供、各種団体の連携事業

の企画立案などを実施する拠点として市民活動支

援センターを設置するとあります。 

  市民が積極的にまちづくりに参加し、市民間の

きずなを深め、さらに市民の中に協働のまちづく

りに参加する人材を育成するためにも、市民活動

支援センターは重要な位置を占めると認識してい

ます。そこで、より効果の高い市民活動支援セン

ターの実現に向けて、本市の考えを以下の点につ

いてお伺いします。 

  ⑴市民活動支援センターは、市民が集まりやす

く、わかりやすい場所に設置する必要があると考

えます。現在、どこに設置を予定しているのかお

伺いします。 

  ⑵本市の市民活動支援センターにどのような機

能を付与し、設備を配置する予定なのかお伺いし

ます。 

  ⑶市民活動支援センターの成否の鍵は、市民団

体間の連携や団体の設置運営を円滑にするための

サポート体制の充実だと考えます。本市の市民活

動支援センターではどのような運営体制、人員配

置を行う予定なのかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 森本彰伸議員の市民活動セン

ターの設置運営についての質問にお答えをいたし

ます。 

  １の市民活動支援センターの設置運営について、

⑴から⑶までにつきましては関連がありますので、

一括してお答えをさせていただきます。 
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  市民活動センターの設置につきましては、平成

27年５月28日に那須塩原市協働のまちづくり推進

協議会から那須塩原市市民活動支援センターの設

置に関する提言書が提出をされたことを受けまし

て、当時は新庁舎への設置を前提に、庁内ワーキ

ンググループ会議や市民ワークショップを開催し、

具体的な検討を進めてまいりました。 

  その後、新庁舎の建設を延期したことから、昨

年度は提言者であります協働のまちづくり推進協

議会と既存施設の有効活用を含めた市民活動支援

センターのあり方について検討を行っております。 

  今年度につきましては、市民の皆様や関係機関、

団体の皆様の意見をお聞きしながら、市民活動の

拠点となるよう、協働のまちづくり推進協議会と

設置場所や設備、運営方法等について引き続き検

討を重ね、市民活動支援センターの青写真づくり

に向けてまいりたいと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 一括してご答弁をいただ

きました。関連しておりますので、私の再質問の

ほうも一括して質問させていただきたいと思いま

す。 

  まず、協働のまちづくり推進協議会のメンバー

構成は、どのような方々で構成されているのかお

伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 協働のまちづくり推進協

議会のメンバー構成ということでございますが、

まず、この推進協議会につきましては、本市にお

ける協働のまちづくりを推進するといったことを

目的に設立されている組織でございまして、設立

につきましては平成24年６月に設立されたという

ことでございまして、市内の市民活動団体や企業、

個人などが構成員となっているということでござ

いまして、現時点では30名の構成員からなってい

る組織だということでございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） ありがとうございます。 

  30名のメンバーがいるということなんですけれ

ども、その30名のメンバーの例えば旧地区ごとの

割合などはわかるでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 旧３地区ごとのメンバー

の内訳ということでございますが、旧３地区ごと

に組織がばらばらにあって、そういうところから

皆さんが集まって構成メンバーになっているとい

うよりも、もう旧３市町が合併したことによって

１つの組織になっていますので、その組織からの

代表者みたいな形で構成員が集まってきて１つの

団体になっているといったのが実態でございます。 

  したがいまして、今、手元に名簿は用意してご

ざいますが、旧西那須野の関係で出てきていらっ

しゃる方が何名とか、旧黒磯の関係で出てきてい

らっしゃる方が何名といったところについては把

握し切れていないというのが実態でございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 市民活動センターという

特性から、各地域から集まりやすいというか各地

域、広範囲にわたっての利便性ということを考え

ましてお伺いさせていただきました。 

  次に、協働のまちづくり推進協議会から提出さ

れている提言書の具体的な内容についてお伺いい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 提言書の主な内容という

ことでございますが、大きく分けまして４つござ
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います。 

  まず１点目は、市民活動支援センターを利用す

る対象はどういう方々なのかというようなところ。

あとは２つ目といたしましては、市民活動支援セ

ンターが持つべき機能、設備がどういうものか。

そして３点目といたしましては、市民活動支援セ

ンターの運営方法、こちらについては公設公営と

か公設民営とかございますが、そういうところ。

さらには市民活動支援センターの設置場所とか開

館日等について提言書の中には書かれていると。

我々にとってこういう形が望ましいんじゃないん

ですかといったようなご提言をこの中でいただい

ているといったような内容でございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうしますと、その内容

というか、例えばその中でどういうことを提言し

ますというその内容、それを考えてくださいとい

うことで具体的内容では、具体的に例えばどこに

設置するべきであるとか、公設民営にすべきだと

かそういうことを提言しているわけではないとい

う理解でよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 提言書の中では、具体的

な場所については明言はしておりません。ただ、

要は市民の皆様が集まりやすいというということ

になりますと、市の中の中心的な位置であるとか、

あるいは公共交通のアクセスの利便性がいいこと

とか、あるいは車でいらっしゃる方もおりますの

で、車で来たときに駐車できるスペースがある程

度確保されていることとか、そういうことが具体

的に提言書の中には盛り込まれているということ

でございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 理解いたしました。 

  次、市民によるワークショップの開催というこ

とがありましたけれども、そのワークショップの

ほうはどのような方が参加されていたのかという

ことで、年齢や市民団体などがわかればお伺いい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） ワークショップの皆さん

については、こちらについては、市民の皆さんか

ら公募させていただいたということでございます。 

  やはり、４つのグループぐらいに分けて深い議

論をしていただきたいという意図があったもので

すから、１グループ６名ということで24名の皆様

を公募という形で募集させていただいて、その

方々によってやっぱり今言ったようなセンターの

運営の仕方だとか、あるいはあるべき姿だとかと

いったところについて議論をしていただいたとい

うことでございまして、こちらについても現実的

にいろんなまちづくりをされているグループに属

している方々が応募をしてくださったというよう

なことになっております。そういうメンバーが24

名手を挙げていただいたというようなことでござ

います。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 市民からいろいろと広い

意見をいただいたということであると理解いたし

ます。 

  次に、既存施設を利用して市民活動支援センタ

ーを開設することを検討しているということです

が、具体的な候補地は幾つかでも挙がっているの

かお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 昨年度は、その既存施設

も含めて市民協働推進協議会の中でいろんな議論
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をいただいたということでございますが、なかな

か適当な既存施設ということを見出すことができ

なくて、深い議論に至らなかったというのが昨年

の実態だということでございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） それでは、市民活動支援

センターの早期設置に向けて、今年度の具体的予

定などあればお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 今年度の予定ということ

でございますが、今年度については、やはり協議

会の皆様からできるところでできることから活動

を始めたいんだというような意向が我々に示され

ているということもございますので、我々としま

しても、やはりこの場所だったらどうですかとい

ったようなところの既存施設といったものを相手

方にぶつけさせていただきながら、少し現実味の

ある議論といったものにつなげてまいりたいと考

えているのが今の現状でございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） ちょっと具体的にまだ余

り進んでいないという答弁だというふうに理解さ

せていただいておりますけれども、市民活動支援

センターは、やはり今、早期に望まれている部分

というのもございます。そして、市内の各いろい

ろな団体、私もいろいろな市民団体にも所属して

おりますけれども、その市民団体が情報の共有を

したりとか、いろいろなイベントや活動を行う上

でほかの団体との連携をするという意味でも、市

内の活動支援センターというのがあるということ

は待ち望まれている部分であると思います。 

  特に、市民活動支援センターに私たちが望むも

のの大きいものといたしましては、例えばコーデ

ィネーターのような形で、各団体がどんな活動を

しているのかということをしっかりと理解して、

その活動内容に応じた分配であったりとか情報の

提供をしてくれるような優秀なコーディネーター

のいる市民活動支援センターというのは望まれる

ところではないかというふうに考えております。 

  そして、その市民活動支援センターの中で、あ

る中で学習活動などを通じて協働のまちづくりに

資するような人材というのも市民の中に成長して

いくのではないかというふうに考えておりますの

で、引き続き市民活動支援センターの早期実現に

向けてご尽力いただきたいというふうに考えてお

ります。 

  以上でこの項は閉じさせていただきます。 

  続きまして、２、プログラミング教育への対応

と取り組みについてということで質問させていた

だきます。 

  2020年に新しい学習指導要領が施行されると、

情報活用能力としてプログラミングの教育を算数、

理科、そして総合的な学習の時間などで行うこと

になります。 

  文部科学省のホームページには、プログラミン

グ教育とは、子どもたちがプログラミング的思考、

すなわち自分が意図する一連の活動を実現するた

めにどのような働きの組み合わせが必要であり、

一つ一つの働きに対応した記号をどのように組み

合わせたらいいのか、記号の組み合わせをどのよ

うに改善していけばより意図した活動に近づくの

かといったことを論理的に考えていく力を育成す

ることであるとあります。 

  これからの子どもたちには欠かせない能力であ

ると考えますので、以下の点についてお伺いしま

す。 

  ⑴パソコンやタブレットなどは、日々新しいシ

ステムが開発されていて、古くなると必要な機能

を使えないことなどが起こり得るかと思います。



－85－ 

学校でのパソコンやタブレット端末の更新計画に

ついてお伺いします。 

  ⑵各小中学校ではパソコン教室が配備され、豊

浦小学校ではＩＣＴを活用した新たな学びの推進

事業で、タブレット端末などの活用効果や環境面

の課題などの検証が行われていると思います。今

後、プログラミング教育において、このような設

備や機器を活用していく考えなのかをお伺いしま

す。 

  ⑶プログラミングの教育には、指導者にも高い

専門性が求められるのではないかと想像しますが、

プログラミングを理解し、さらにより効果的な授

業で子どもたちにどのような指導体制で取り組む

ことが必要であると考えているのかお伺いします。 

  ⑷プログラミング教育で培われる能力は、本市

の子どもたちにとっても重要であると思いますが、

本市のプログラミング教育の準備状況と今後の対

応についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、２のプログラ

ミング教育への対応と取り組みにつきまして、私

のほうから順次お答えをさせていただきたいと思

います。 

  初めに、⑴の学校でのパソコンやタブレット端

末の更新計画についてお尋ねでございますが、パ

ソコンやタブレット端末につきましては原則５年

のリース契約を行っておりまして、更新時に最新

の機器を選定しているという状況でございます。 

  更新の計画でございますけれども、各校のパソ

コン教室の機器につきましては、今年度から順次

タブレットへの更新をするとなっております。更

新に当たりましては、従来のデスクトップ型、あ

るいはノート型の端末からいわゆるキーボードつ

きの最新のタブレット端末への移行を行っている

というようなことでございます。 

  次に、⑵のプログラミング教育におけるＩＣＴ

設備や機器の活用についてのお尋ねでございます

が、本市におけますプログラミング教育は、さま

ざまな体験活動を通しながら、将来どのような職

業につくとしても、時代を超えて普遍的に求めら

れている力としてのプログラミング的思考を育む

こと、このように捉えております。 

  小学校低学年におきましては、児童の発達の段

階によりＩＣＴ機器を使わない学習を行うことも

ありますけれども、小学校高学年以上では、コン

ピューターを使ってロボットを操作するなどの学

習活動を使う場面も想定されるところであります。

その際には、ＩＣＴ機器の活用は不可欠であり、

現在整備を進めております。電子黒板やタブレッ

トを初めとするＩＣＴ設備の機器を十分に活用し

てまいりたいと、このように考えております。 

  次に、⑶のプログラミング教育の指導体制につ

いてのお尋ねでございますが、プログラミング教

育の指導につきましては、市教育振興会情報・メ

ディア教育部会とも連携しまして教職員に必要な

研修を行うとともに、効果的なカリキュラム案を

作成した上で、それらを各学校で実践をしていく

ということを考えているところであります。 

  具体的な指導体制につきましては、カリキュラ

ムの編成を行ってからでないと明確にはなりませ

んけれども、現在、業務委託を行っております教

育情報化推進支援員等とも連携をしながら、ティ

ーム・ティーチングでの指導、学年体制での指導

等、さまざまな工夫が可能になるような体制が必

要であろうと、このように考えております。 

  最後に、⑷の本市のプログラミング教育の準備

状況と今後の対応についてお尋ねでございますが、

プログラミング教育につきましては、平成32年度
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からの全面実施に向けて準備を進めているところ

でございます。 

  昨年度は、市の情報教育研修会におきまして専

門家による講話及びプログラミング体験を実施を

いたしました。今年度は２回の研修を開催し、来

年度以降のプログラミング教育をどう進めるかに

つきまして協議を重ねていきたいと、こう思って

おります。 

  また、教育委員会といたしましては、各学校の

実情や児童生徒の発達段階に応じた適切な指導が

できますよう、各校の情報教育担当者との協議の

上で指導計画のモデルを作成し、それらを各学校

が実践できるように支援してまいりたいと、この

ように考えているところでございます。 

  以上であります。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） こちらも１から４番まで

関連しておりますので、一括して再質問をさせて

いただきたいと思います。 

  まず、タブレットへの更新ということでお話が

ございました。今このプログラミング教育という

ものが各地でいろいろ検討されている中で、使わ

れているプログラミング用語でスクラッチとかビ

スケットとかいう言語があるんですけれども、こ

ういった言語を使ったプログラミングというのは

タブレットに大変適した、体感的な、子どもたち

が直接手で触ったりとか体感的な部分で使える言

語であるということで、タブレットへの移行とい

うのは大変すばらしいのかなというふうに考えて

おりますけれども、今現在、そのタブレット型端

末というのは、少しずつ移行しているということ

でありますけれども、全市的にその移行が完了す

るというのはいつぐらいになる予定なのかという

のをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 現在、パソコン教室の更

新等を進めているわけでありますけれども、既に

昨年度の段階で日新中学校区にあります３校につ

きましてはタブレットの整備が済みました。 

  実は、今年度なんですけれども、市内の小中学

校のうち12校がパソコン教室の更新の時期に当た

ります。当然のことながら、先ほどお答えを申し

上げましたとおり、機器の更新に当たってはキー

ボードつきのタブレット型の端末を整備するとい

うことを進めております。 

  今後、全ての学校のパソコン教室の整備が終わ

りますのは平成32年度末になるだろうと。ちょう

ど次期学習指導要領の全面実施の年、ここにはパ

ソコン室の整備は完了する予定というふうな見通

しでございます。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 32年度までにその完了を

目指しているということで、子どもたちもプログ

ラミング教育において体感的な機器を使っての教

育を受けられるということはすばらしいことであ

るというふうに私も感じております。 

  続きまして、先ほどＩＣＴ機器を有効活用して

いく、今あるものを活用していくということであ

りましたけれども、同時にＩＣＴ機器を必ずしも

利用しなくてもプログラミング教育はできるとい

う、特に低学年の子どもたちに対してはあるとい

うお話がございましたが、具体的にどのような手

法でＩＣＴ機器を、私もＩＣＴ機器がなくてもプ

ログラミング教育というのは、目的というのはそ

のプログラミング自体を覚えることではないので、

有効であるということには賛同しますけれども、

具体的にどのような手法を使って子どもたちにプ

ログラム、パソコン、ＩＣＴ機器を使わない手法

などがあれば例など教えていたければと思います
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が、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先ほどの議員の最初のご

質問の中にも入っていましたとおり、プログラミ

ング教育というのは必ずしもコーディングをする

と、要するにプログラムを書くとかということで

はないわけでありまして、プログラミング的思考、

こういったものを育成する、その中でプログラミ

ングの体験を通してそういった力をつけていくと

いうことでありますので、特に発達段階に応じて

ということで先ほどお答えしましたように、いわ

ゆる論理的な思考といったものを日常的にできる、

そういったことがとても大切ではないのかなとい

うふうに思っております。 

  ですので、そういった学習の機会をさまざまな

教科の学習等の中で、いろんな機会を通してそう

いった論理的思考というものを既に本市におきま

しても教育の中で実践を進めておりますので、そ

ういったことを特に低学年のうちは中心に進めて

いけるんではないのかなと、このように考えてお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） 確かに、子どもたちが論

理的に考えていくということでは、例えば算数、

数学の授業であったりとか理科の授業というのは、

やはり論理的思考というのが必要であるという部

分もありますし、そういったプログラム教育によ

る論理的思考というものを高めていくということ

は、そういった教科の能力の向上という部分と、

それと社会に出てからいろいろな活動をしていく

中でその論理的思考というのは使っていける能力

であると思いますので、そういった能力を進める

ようなカリキュラムの作成をお願いできたらいい

のかなというふうに考えております。 

  続きまして、教育振興会情報・メディア部会で

検証を行っていって、指導者の育成、こちらの中

でカリキュラムを作成していくということですけ

れども、そういった研修は今までに行われていま

すか、それとも今年度予定しているその２回の研

修というのが初めての研修なのかお伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 昨年度あたりからプログ

ラミング教育というのがにわかに出てきたわけで

ありますが、実は既に、先ほど答弁させていただ

きましたが、前年度、昨年度におきましても教育

振興会との共催となりますけれども、１度研修を

行っております。 

  このときには、実はこのＩＣＴ教育、特にプロ

グラミング教育について先進的な事例をお持ちの

茨城県古河市のほうから平井さんというとてもた

くさんの事例を持っていらっしゃる方に講師にお

いでいただきまして、日新中学校での授業研究会

とあわせて講話とワークショップというような形

で実施をさせていただきました。 

  これを皮切りにしまして、今年度は先ほどもお

答えを申し上げましたように複数回の研修を持ち

ながら、やっぱりある意味プログラミング教育を

正確に理解をまずして、先生方にしていただくと

いうこともとても大切であろうというふうに思っ

ております。そういったものを重ねていきながら、

より全面実施に向かっての体制を整えてまいりた

いと、このように思っております。 

○議長（君島一郎議員） ６番、森本彰伸議員。 

○６番（森本彰伸議員） そうですね、プログラミ

ング教育は、どうしても機器であったりとかそう

いうところに注目されがちではあるんですけれど

も、何よりも大切なのはやはり指導者の育成とい
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う部分だと思います。子どもたちに対してプログ

ラミング的思考を持ってもらう、そういう意味で

は、どういった機器を使うというよりも指導者の

力というかそこにかかっているのではないかなと

いうふうに思っております。 

  そうすることによって、本市の子どもたちが上

の学校に行くときであったりとか、また社会に出

たときに、本当に世の中で活躍できる子どもたち

に育っていく、そういったための手法としてプロ

グラミング教育ということになればいいのかなと

いうふうに思っています。 

  32年度の全面実施ということですから、時間が

あるようで余りないものでもあります。機器をそ

ろえるということもそうですけれども、それ以上

に教育の体制であったりとか指導者の育成という

部分で本市の教育ということ、教育行政に対して

は期待するところではあります。ぜひ、私たちも

頑張っていきたいと思いますので、一緒に力を合

わせて頑張って行けたらと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  以上をもちまして、私の市政一般質問を閉じさ

せていただきます。ありがとうございます。 

○議長（君島一郎議員） 以上で、６番、森本彰伸

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎議員） 以上で、本日の議事日程

は全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時３２分 


